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令和７年度　総務部　経営計画書

 職・氏名 経 営 方 針 経 営 資 源
 

総務部長 

岡崎　清吾

●使命 

私たち総務部は、総合計画に掲げる「人と自然が織りなす　しあわせ実

感都市　瀬戸内」の将来像に向け、市民ニーズにこたえる市役所を目指す

とともに、市民が安全で安心できる暮らしを実現するため、市民の防災意

識、交通安全意識、防犯意識の向上を図ります。 

また、行政内部のデジタル環境整備により「電子自治体」の実現を目指

します。 

●基本方針 

①全体の奉仕者として市民の期待にこたえる職員を育てます。 

②市民みんなが日頃から災害に備え、いざという時に自らの命、家族の

命を守ることができるよう、防災意識の高いまちをつくります。 

③幼児から高齢者まで一人一人が交通安全を意識し、実際に行動できる

よう各年代に応じた交通安全教育と啓発活動を進めます。 

④市の規模に合った中期的な視点での財政運営を行います。 

⑤公共施設の再編を進め、公共施設の総量を計画的に縮減し、将来の負

担を軽減します。 

⑥行政手続き等のオンライン化を拡大し、市民への情報発信の充実を図

ります。 

⑦行政内部の業務効率化を図るため、デジタル環境の整備を継続して行

い、業務改革（ＢＰＲ）に着手します。 

⑧情報セキュリティ対策やデジタル活用教育を行い、情報漏洩の防止や

非常時の業務継続性向上に努めます。

所 管 課
総務課・危機管理課・財政課・ 

契約管財課・ＤＸ戦略室

 

人　　員

正職員
会計年度

任用職員
合計

 
３７人 １２人 ４９人

 

一般会計 ４，４７９，６４３ 千円

 

特別会計 ０ 千円

 

計 ４，４７９，６４３ 千円

 

（うち人件費） ５２５，６０３ 千円）
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 重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

１

市民ニーズにこたえるた

めの職員の育成

市役所に求められる職員像を

明確にし、中長期的に人材を

育成していきます。

令和６年度に実施した職員ア

ンケートを基に、人材育成基

本方針を改訂するとともに、

職員の能力開発の場でもあ

る職場環境の改善に取り組

みます（3 月末まで）。

人財育成基本方針の改訂については、市の将来像と目指す職員の

方向性について市長の意向を確認しながら検討しています。優先

順位を見極めながら、引き続き進めていきます。 

職場環境の改善については、できることから順次実施することを

基本とし、毎週水曜日にノー残業デーの周知を掲示板で実施する

とともに、職員アンケートの結果に基づき、マネジメント研修、コミ

ュニケーション研修を実施します。また、窓口時間の短縮、副業の

柔軟化、人事評価制度の見直し等に係る検討に着手しています。

 

２

行政委員等の役割及び

自治会との協働のあり

方の検討

複雑多様化する行政課題に柔

軟に対応するには、地域住民

との連携と協働が不可欠であ

るため、既存の行政委員等の

役割を精査するとともに、地

域課題の解決、地方創生の推

進の観点からも効果的な市民

協働のあり方について検討し

ます。

行政委員、土木委員、環境衛

生委員、栄養委員及び愛育

委員がそれぞれに抱える課

題、役割、活動内容のほか、

行政と自治会の協働のあり

方について、行政委員等制度

検討審議会で検討します。

行政委員等制度検討審議会の委員の選定に至っていません。 

行政委員、土木委員、環境衛生委員等を所管する部署及び地域自

治組織等今後関係することが予想される部署も含めて、委員の選

定から今後の方向性まで、様々な視点で情報を共有し、早期に当

該審議会を開催の上、委員等からの現場目線の意見を聴き、対応

したいと考えています。

 

３

防災力の向上 防災意識を高めるため、自治

会等に対し、出前講座を開催

します。また、人材育成のた

め、自主防災活動を積極的に

支援します。

出前講座を開催します。 
20回

出前講座　14 回開催 

 防災リーダー研修会・リーダ

ーフォローアップ研修会等を

開催します。 
　 　　　　2回

防災リーダー養成講座（6/14 実施）参加者 41 人 

防災リーダーフォローアップ講座（7/19 実施）参加者 23 人 

学区等における地域防災力向上事業（鹿忍地区） 

　　第 1 回（8/3 実施）　　参加者 45 人 

　　第 2 回（9/20 実施）　参加者 40 人 
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重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 自主防災組織、認定自主防

災組織を増やします。 
・自主防災組織数 

205団体（87.0％） 
・うち認定組織数 

85団体 
（R6年度末 77団体）

自主防災組織数　205 団体（85.3％） うち認定組織数　83 団体 

 避難所開設手順書を整備し

ます。 
　　　牛窓町内5施設

年度末までに配備を目指し準備中です。 

 災害時の対応能力向上を図る

ため、市民・職員を対象に防災

訓練を実施します。

水害・南海トラフ地震を想定

した訓練を実施します。 
総合防災訓練　　　1 回 
図上防災訓練　　　2 回 
職員研修　　　　　　3 回

総合防災訓練　　11/８牛窓西小学校で開催 
図上防災訓練　２回　5/27 水害訓練実施、R8.1 地震を予定 

職員研修　　　　1 回　5/13

 防災アプリを有効に活用する

ため、市民への周知・啓発に取

り組みます。

防災アプリ新規登録者数を 

500 件増 加 し、 登録 者 数

6,800 件を目指します。 

（R６年度末 6,279 件）

登録者数　6,514 件　新規登録者 235 件

 避難行動要支援者の避難を支

援するため、支援等関係者と

連携し　個別避難計画を作成

します。 

自主防災組織・福祉事業所と

連携して個別避難計画の作

成に取り組みます。 
◇自主防災組織と連携した

計画作成 
5件（R6年度 0件） 

◇福祉事業所と連携した計

画作成 
20件（R6年度 7件）

個別避難計画新規作成件数　8 件 

 

◇自主防災組織と連携した計画作成   0件 
◇福祉事業所と連携した計画作成　　　　3件 
◇対象者本人・家族による計画作成　　　5件

 

４

交通事故ゼロの推進 交通事故防止を図るため、幼

児期の子どもに対して交通ル

ールを身につける交通安全教

育を行います。

保育園・幼稚園・こども園を

対象に交通安全教室を開催

します。　　　　　　14回

交通安全教室　4 回開催(市内 4 園)　参加者 延べ 121 人　 
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重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 交通事故防止を図るため、警

察署、交通安全推進団体、交

通安全ボランティア等と連携

し、交通安全教室や啓発活動

を実施します。

高齢者等を対象に交通安全

教室を開催します。　 2回 
交通安全啓発を実施します。        

12回

高齢者交通安全教室 　2 回(4/13、9/29 実施) 

　 旭東自働車教習所  参加者 延べ 16 人 

 

５

地域防犯の推進 空き家等が放置され、管理不

全な状態を防止するため、所

有者等に対し情報の提供、助

言を行います。

情報の提供、助言件数  
20件 

啓発・指導件数 　18 件 

（適正管理通知 14 件、口頭での指導 4 件） 

 地域の居住環境の向上を図る

ため、老朽空き家の所有者等

に対し、補助金を交付し除却

を推進します。

補助金交付件数　　 　5件 特定空家認定件数　  6 件 

補助金交付件数      1 件 

（補助金申請中件数　　3 件）

 

６

安定的な財政運営の推

進

今後も少子高齢化の進展によ

る社会保障費の増加や人口減

少による税収の減少に加え、

人件費の上昇や物価高による

経常経費の増加が見込まれる

中で、歳入・歳出両面において

最大限の努力を行い、優先順

位付けを的確に行うなどメリ

ハリのある予算を編成するこ

とを目指します。 
市民が将来にわたって安心し

て暮らせるよう、引き続き健

全な財政運営に努めるととも

に、中期的財政見通しの改善

を図ることを目指します。 

10月までに中期財政計画を

策定し、計画を踏まえた予算

編成を行います。 
 
令和7年度決算見込目標値 
・実質公債費比率：18％未満 
（交付税措置のない起債借 
入なし） 
・財政調整基金残高：30億円 
程度 
（標準財政規模の3割程度）

中期財政計画は適正化案まで取りまとめることができ、計画書の

策定を進めています。

 

７

本庁舎の整備 本庁舎西側トイレ等を改修し、

環境衛生及び利便性の向上を

図ります。また、本庁舎の慢性

的な会議室不足を解消しま

す。

・本庁舎西側トイレの洋式化、

乾式化を実施します。 
・宿直室に夜間対応窓口を設

置し、来庁者に円滑な対応が

できる設備を整備します。 

本庁舎西側トイレ等改修工事として、トイレの洋式化等、宿直室改

修及び西棟２階に会議室の整備をしていますが、工期を 9 月末か

ら 10 月末に契約変更を行い実施しています。
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重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 ・西棟２階書庫を会議室に改

修します。

 

８

ゆめトピア長船の整備 ゆめトピア長船の進入路と駐

車場を整備し、利便性の向上

を図ります。 

旧長船支所跡地に進入路と

駐車場を整備し、自転車置き

場を設置します。 

駐車場整備工事として、土木工事を実施しています。その後の舗装

工事の入札を執行中です。

 

９

公有財産の有効活用及

び処分

遊休資産について貸付や売却

処分を進め歳入確保に努めま

す。 

遊休未利用地の積極的な有

効活用、売却処分などを行い

ます。

普通財産の貸付として２６件、4,051 千円の歳入がありました。 

遊休未利用地（瀬戸内市牛窓町地内）の売却を一般競争入札で実

施しましたが入札者が無く不調となりました。

 

１０

行政手続き等のオンライ

ン化

地方公共団体が優先的にオン

ライン化を推進すべき手続の

うち、処理件数が多く、オンラ

イン化の推進による住民等の

利便性の向上や業務の効率化

効果が高いと考えられる手続

について、オンライン化を拡大

します。

オンライン申請できる手続き

を増やします。
職員採用試験申込をオンライン申請でできるように構築中です。

 

１１

市民への情報発信の充

実

インターネットによる情報発信

の充実を図ります。

地図データをベースにした情

報を公開するなどインターネ

ットを活用した情報発信を充

実させます。 

公開型 GIS「せとうちデジマップ」に新しいマップ「e 街ギフト加盟

店＆ファンクラブ特典加盟店マップ」を追加するため、１０月の公開

に向けて構築中です。

 

1２

市民の情報格差是正の

支援

高齢者がスマートフォンを利

用して情報を取得し、詐欺被

害等に遭わず安全に利用で

き、市のアプリなどを活用でき

るように支援を行います。

スマートフォン教室等を計

画・実施します。
１０月から１２月まで、市役所、公民館、市内商業施設の駐車場でス

マホ体験教室を開催する予定です。
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重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

1３

デジタル環境の整備お

よび業務改革（ＢＰＲ）に

よる業務効率化

フロントヤード改革を行い、業

務効率化を図ります。

オンライン申請、オンライン予

約、オンライン相談（リモート

窓口）などの仕組みを構築

し、利用を開始します。

国民健康保険および後期高齢者医療保険における人間ドックの申

込手続きに関して、オンライン申請の仕組みを令和８年２月の稼働

を目指して構築しています。オンライン予約やオンライン相談（リモ

ート窓口）などの仕組みを現在整備中です。

 

1４

情報セキュリティ対策や

デジタル教育による情

報漏洩の防止と業務継

続

テレワーク推進のほか、デジタ

ル活用・定着化に向けた職員

研修の実施およびセキュリテ

ィ遵守のための職員研修や定

期的なセキュリティチェックを

実施します。

・テレワーク環境の維持を行

い、テレワーク推進を職員に

周知し、利用を促進します。 
・全職員を対象としたデジタ

ル活用教育を実施します。 
・全職員を対象としたセキュ

リティ教育の実施および情報

漏洩事故ゼロ、ウイルス感染

事故ゼロを目指します。

全庁において、テレワーク勤務が可能な環境を維持しました。テレ

ワークの実施は４月から９月末までで延べ１８８人が利用しました。 
セキュリティ教育はリモートラーニングを活用し、全職員に実施し

ています。 

また、４月から９月末までの期間中に情報漏洩事故やウイルス感染

事故はありませんでした。
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令和７年度　総合政策部　経営計画書

 職・氏名 経 営 方 針 経 営 資 源
 総合政策部長 

平井　聡

●使命 
　総合政策部は、企画・政策を総合調整する部として、市民の幸福度
を高めるため、高度化・多様化する行政ニーズを集約し、共有しなが
ら、課題を市政に反映します。 

また、持続可能な地域づくりに向けて、市民と行政との双方向に
よる情報と意識の共有化を進め、市民満足度の向上に努めます。 
 
●基本方針 
①市民目線に立った分かりやすい広報に努めるとともに、魅力の

ある情報や市政情報を発信し、透明で開かれた市役所を目指し
ます。 

②ふるさと納税の寄附獲得に向けて積極的に取り組み、自主財源
の確保を図ります。 

③定住促進策など「地方創生」関連施策を推進します。 
④市民活動を支援し、協働のまちづくりを推進します。 
⑤利便性を高め、持続可能な公共交通の確保に努めます。 
⑥性別、年齢、障がいの有無、国籍などの様々な違いが多様性とし

て尊重されるダイバーシティ社会を目指します。 
⑦人権教育・人権啓発を通じて人権問題に対する意識を醸成する

とともに、誰もが相談しやすい窓口をつくります。

所 管 課
秘書広報課、企画振興課、 

ダイバーシティ推進室

 

人　　員
正職員

会計年度任

用職員
合計

 
１８人 ９人 ２７人

 
一般会計 ２，６０２，９１３ 千円

 
特別会計 ８，１２８ 千円

 
計 ２，６１１，０４１ 千円

 

（うち人件費） （１７２，０９４ 千円）

 重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

1

ふるさと納税（応援寄

附金）制度の推進 
・新たな返礼品の開発や品目の拡

充により、ふるさと納税による税

外収入の確保を推進します 

・歳入確保と市のイメージアップ

のため、寄附者との関係維持や

お礼の品の開発・拡充に取り組

みます。 
目標：予算額の 13 億円以上 

（特設サイト分含む） 
新規返礼品：100 品以上 

・効果的な返礼品のプロモーショ

ンに取り組みます。 

9 月末時点の寄附実績は、個人版ふるさと納税が 26,103 件、 
寄附額が 654,558 千円です。 
新規返礼品登録数 76 品、10 月の総務省への申請で 50 品を予定

しています。
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2

広報等による市内外へ

の情報発信とシティプ

ロモーションの推進 

・市外に向けて市の魅力や取組等

を広く発信します。 
・Web サイト特集記事を年 5 回

掲載するとともに情報誌を年 1

回発行することにより市のファ

ンを獲得し、関係を継続しま

す。 
・ フ ァ ン ク ラ ブ 会 員 目 標 数 ：

2,800 人 

・Web サイト特集記事を 8/18 に掲載しました。情報発信方法を

YouTube 動画投稿に変更し市の魅力発信を行う予定です。 
・情報誌を 11 月に発行を予定しています。 
・ファンクラブ会員数：2,705 人（9/30 現在）

 ・「広報せとうち」特集ページで重

点施策を分かりやすく伝え、市政

への関心を高めるよう努めます。

・9 月号（予定）で重点施策の特

集を掲載します。 
・原課からの掲載依頼原稿につ

いて、より効果的に広報するた

めに、文章の追加、見出しやレイ

アウト等を工夫し、特集ページ化

します（目標：年 4 回）。

・５月号では「食のしあわせプロジェクト」についてページを調整し

見開き 2 ページとしてグラフ・写真を掲載しました。 
・９月号へ、例年行っているふるさと納税の実績報告に加え、市長

の推進するふるさと納税倍増についてのコメント、ふるさと納税返

礼事業者の募集についてあわせて掲載し紹介しました。 

 ・効果的かつタイムリーな広聴・広

報により市内外への正確で迅速

な市政情報の提供に努めます。 

・X、LINE や YouTube 等の

SNS を活用し、市の情報を発

信します。 
発信回数：20 本以上(月間) 
友達登録：18,500 人以上 
X フォロワー目標：2,000 人

・X、LINE 等の SNS を活用して市の情報を発信しました。 
・発信回数：36 本（4～9 月の 1 カ月の平均発信数） 
・友達登録： 18,392 人（9/30 現在） 
・X フォロワー数：1,860 人（９/30 現在）
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国内・国際交流事業の

推進

・友好都市との連携による国際交

流に努めます。 
・朝鮮通信使船受入事業を行い

ます。 
・密陽市との姉妹都市協定を締

結し、今後交流を深めます。 
・国際交流フェスタに密陽市、

釜山文化財団等訪問団を招待

し、交流を継続します。 

・朝鮮通信使船受入イベントについては約 900 人の来場がありま

した。 
・5 月２２日に密陽市にて姉妹都市協定を締結しました。 
・11 月１日～3 日に密陽市２０名、釜山文化財団等６名の訪問団を

受け入れる計画を進めています。

 ・国際交流員の活動による国内・

国際交流の推進に努めます。 
・国際交流推進協議会や関連他

市との連携により、外国人への

地域の魅力情報の発信や、市

内在住外国人の生活を支える

ための取り組みを行います。

国際交流員が海外向け SNS（Visit Setouchi）で市内の情報発信

を行っており、Instagram のフォロワー数は 427 人から 685 人

へ増加し、Facebook は 19,188 人から 28,150 人へ増加し、

YouTubeチャンネルは1,856人から2,880人へ増加しました。 
また、国際交流員が撮影した抜刀術動画を TikTok へ投稿予定で

す。
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4

地方創生の推進 
 
 
 

・第2期総合戦略の検証結果を踏

まえ、次期総合戦略を策定しま

す。  

・国の地方創生 2.0 の方針等を

勘案し、第2期総合戦略の効果

検証を行った上で、総合戦略を

改訂します。 

・国の動向について情報収集を行いました。

 ・地方創生による地域活性化を推

進します。

・令和８年度から令和 12 年度ま

でを計画期間とする次期過疎

地域持続的発展市町村計画を

策定します。 

・岡山県過疎地域持続的発展方針の動向について情報収集を行い

ました。

 ・移住交流促進協議会と連携し、

移住交流人口の拡大を図りま

す。 
相談会での相談件数:100 件以

上 
市の移住施策を通じての移住

件数: 5 組 

・移住相談会 5 回（大阪１回、東京１回、ナイター3 回）への出展で、

19 件の相談に対応し、10 件の現地案内を実施しました。
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市民協働の推進 ・市民活動を支援するため、各種

補助金（市民活動応援/協働提案

事業/学生チャレンジ）の活用を

推進します。

・各種補助金の内容や、補助金

活用団体の活動を PR し、新

規団体の市民活動への参加を

支援します 
新規団体の補助金応募数：５団

体 

・7 月 31 日に令和 6 年度協働提案事業の成果報告会を一般公開

の形式で開催し、事業内容や成果を広く PR しました。

 

6

持続可能な地域コミュ

ニティづくりの推進

・新しい自治組織づくりに取り組

む地域を支援します。

・新しい自治組織づくりに取り組

む地域に対し、地域の要望に応

じた支援を行います。 
支援団体数：3 団体 

・10 月に実施予定の長浜地区における「長浜の未来を考える会」開

催に向けて、関係者との調整を行っています。

 ・地域住民の活動拠点であるコミ

ュニティセンターを適切維持・管

理します。

・計画的なコミュニティセンター

の改修・修繕を進めるととも

に、更新についても検討しま

す。

・コミュニティ施設管理者からの要望をもとに、エアコンの更新・修

繕や照明の LED 化、備品の購入などの施設整備を進めています。
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7

持続的な公共交通網の

維持

・令和8年度から令和12年度まで

を計画期間とする瀬戸内市地域

公共交通計画（第2期）を計画的

に策定します。 

・各種調査を実施した上で、市の

状況に対応した計画を年度内

に策定します。

・市民 3,000 人を対象にしたアンケート調査や交通結節点での公

共交通利用者への聞き取り調査を実施中です。 
・邑久高校の生徒および保護者へのアンケート調査や、市内の関係

者へのヒアリング実施に向けた準備を進めています。 

 ・地域公共交通計画に基づき、新

たな公共交通不便地域が生じな

いよう公共交通網の維持に努め

ます。

・市営バス事業において、市民の

ニーズや意見を反映させつつ

利用環境の更なる改善に取り

組み、利用者数の増加を目指し

ます。 
 
目標：全 8 路線における 1 か月

当たりの平均利用者数 
13,500 人/月 

・９月末現在の全 8 路線における 1 か月当たりの平均利用者数は

約 15,162 人/月で、目標を上回っています。

 

8

国勢調査をはじめとす

る基幹統計調査の確実

かつ効率的な実施

・統計調査に係る事務の効率化

(外注の検討等)により、調査に

伴う市民及び職員の負担軽減を

図ります。 

・国勢調査に係る事務処理等の

効率化を図ります。 

・国勢調査に係る事務は、8 月 18 日から 12 月 10 日（予定）まで、

人材派遣会社職員１名の派遣により職員の負担軽減を図っていま

す。

 

9

SDGsの推進 ・持続可能な瀬戸内市の実現に向

けたローカルSDGsを実現しま

す。

・SDGs に関する普及啓発事業

を行います。 
普及啓発イベント・研修等開催

数：2 回 
 
・邑久高校と連携し「瀬戸内 

市オリジナル SDGs カード

ゲーム」を活用した出前授業等

を開催することで市民と一緒

に SDGs を推進します。 
出前授業等開催回数：10 回

・令和７年８月に「おかやま SDGs フェア」に邑久高校と合同出展し

ました。また同月、岡山市が開催した「未来わくわく SDGs フェス

タ」に岡山連携中枢都市圏として協力し、パネル展示を行いました。 
普及啓発イベント・研修等開催回数：2 回 
 
・市新規採用職員研修でカードゲームを用いた講義を行いました。

また、市内３か所の小学校（５クラス）と１か所の中学校（４クラス）で

カードゲーム出前授業を実施しました。 
出前授業等開催回数：５回
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ダイバーシティに関する

職員・市民への意識啓発 
 
 
 
 
 

・男女共同参画社会を含むダイバー

シティ推進体制により、ダイバーシ

ティ関連事業の充実を図ります。

・庁内のダイバーシティ推進体制に

より複数の部署と連携し、事業を

推進していきます。 
・ダイバーシティに関する取組状

況を把握し、事業充実を目指し

ます。

・庁内のダイバーシティ推進体制であるダイバーシティ推進本部の本部

会議を 6 月に、推進会議を 8 月に開催し、複数の部署と連携し事業を

推進することを確認しました。 
・令和 6 年度のダイバーシティに関する取組実績と令和 7 年度の取組

予定を各部署から報告してもらい、瀬戸内市ダイバーシティ社会推進

審議会で報告しました。 
・6 月の男女共同参画週間に市民図書館でパネル展を開催するととも

に、ダイバーシティに関する市民アンケートをしました。

 ・ダイバーシティに関する意識啓発

を進めます。

・令和7年4月1日に施行した瀬戸

内市ダイバーシティ社会を推進す

る条例を周知するため、パンフレ

ットの作成や市民対象の講演会

を実施します。 
・瀬戸内市ダイバーシティ宣言制度

を新設し、事業所への意識啓発

をします。 
・「ダイバーシティ社会の実現に向

けた表現のガイドライン」を活用

し、ジェンダー平等やハラスメン

ト等について啓発します。

・瀬戸内市ダイバーシティ社会を推進する条例のパンフレットを広報せ

とうち 11 月号と一緒に配布します。 
・市民対象の講演会を令和 8 年 1 月 25 日にゆめトピア長船で開催予

定です。 
 
・瀬戸内市ダイバーシティ宣言制度を令和 8 年 2 月に始める準備を進

めています。 
 
・8 月のダイバーシティ推進リーダー会議と推進担当会議で「ダイバー

シティ社会の実現に向けた表現のガイドライン」の活用について説明し

ました。 
・6 月の男女共同参画パネル展で、「ダイバーシティ社会の実現に向け

た表現のガイドライン」を啓発しました。

 ・女性の活躍促進 ・市民対象の講演会をするなど女

性活躍に対する意識の醸成を図

ります。

・9 月に日本史の視点からの女性活躍をテーマにした講演会を開催し、

70 名が参加しました。 
・11 月と 12 月に瀬戸内市の女子野球チーム、瀬戸内ブルーシャインズ

を招いて、小学生を対象とするおもいやりスポーツ教室を行幸小学校

と美和小学校で実施します。

 ・市民の人権問題に対する意識を醸

成します。

・人権問題への関心を高めるた

め、関係機関と連携するととも

に、ホームページや市広報紙等

も活用し、啓発します。

・岡山人権啓発活動地域ネットワーク協議会と連携し、4 月に「人権の

花」運動を、5 月に人権スポーツふれあい教室を実施しました。ホーム

ページ等では、人権啓発に関する記事や相談窓口について、随時発信

しています。 
・6 月に庁内 DV 防止ネットワーク連絡会議を開催し、関係部署との情

報共有を行うとともに、DV 相談窓口において 6 件の相談を受け付

け、関係部署と連携し対応を行いました。
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・集落支援員の活動やハンセン病問

題啓発事業等の活用などにより、

ハンセン病問題の啓発事業を進め

ます。

・ハンセン病問題をテーマにした

啓発事業を実施し、市民の関心

を高める契機とします。

・6月の「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」に合わせ

て、市民図書館でパネル展を実施し、約330名の来場がありました。 
・4 月にハンセン病療養所の将来構想をすすめる会・岡山を開催し、

市、県、関係機関等の事業の進捗状況について情報交換を行いまし

た。

 ・多文化共生事業の推進に努めま

す。

・外国人相談窓口、多言語翻訳機、

出入国在留管理庁通訳支援事業

の活用により、在住外国人の生

活を支援します。また、窓口の開

設について、広く周知を図りま

す。 
・UNHCR と連携し、難民をテー

マにした映画上映など、市民の

難民問題への理解を進めます。 

・外国人相談窓口のチラシを作成し、市民課での外国人の転入手続き

の際に配布しています。 
相談件数：3 件（R7.4.1～9.30） 
 
 
・10 月開催のＵＮＨＣＲ難民映画祭パートナーズ上映会＆講演会に向

け準備を進めています。 

 ・外国人への情報発信やコミュニ

ケーションの円滑化を図るため

「やさしい日本語講座」を実施し、

多文化共生を推進します。 
講座回数：年 2 回 
研修参加者数：1 回 15 人 

・「やさしい日本語講座」を広島出入国管理局職員を講師として、9月に

実施しました（職員対象）。10月に事業所対象の講座を開催します。 
研修参加者数：31 名
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令和７年度　市民部　経営計画書

 職・氏名 経 営 方 針 経 営 資 源
 市民部長 

岡　育利

●使命 

　市民部は、市役所の窓口として、職員一人一人が市役所の顔であるという

意識を持ち、常に市民の立場に立ち、市民の皆様に満足していただける迅速

かつ正確な質の高いサービスを目指します。 

●基本方針 

　①市民のニーズに配慮した窓口サービスの向上を目指します。 

　②健康で自立した生活が営めるよう市民の健康づくりを支援することによ

り、国民健康保険制度の維持を諮ります。 

　③公平な課税を行うとともに、市民の納税意識を高め、市民の負担感を公

平なものにします。 

　

所 管 課
市民課、国保年金医療給付課、税務課、　　

牛窓支所、長船支所、裳掛出張所、　　　　

 

人　　員
正職員

会計年度 

任用職員
合計

 48 人 19 人 67 人

 
一般会計 1,902,048 千円

 
特別会計 5,110,115 千円

 
計 7,012,163 千円

 
（うち人件費） （　258,141 千円）

 重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

1

市民のニーズに配

慮した窓口サービ

スの向上

窓口の体制を整え、各種サービス

の提供を充実させる。 
・書かない窓口システムと住

民基本台帳ネットワークシス

テム等との情報連携による業

務の効率化を検討します。 
 
・戸籍への振り仮名記載の義

務化について、市民に周知を

図るとともに体制を整備し円

滑に業務を進めます。 
 
・マイナンバーカードの交付率

90％を目指します。 
（前年度交付率86.8％） 

・業務の効率化という観点からマイナンバーカードへの印鑑登録情

報の掲載や市役所へのキオスク端末の設置を検討するため、事業者

との打合せを実施し情報収集を行いました。 
 
 
・8 月中旬に振り仮名記載の通知を発送しました。人材派遣会社と

の委託契約による業務員により問合せ等に対応しており、円滑に業

務を進めることができています。 
 
 
・交付率は 9 月末で 93.5％です。引き続きカードの普及推進を継

続していきます。
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 重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

2

国民健康保険の適

正運営、周知と保健

事業の普及 
 
 
 
 
 
 
 

・生活習慣病の予防や早期発見に

より、国民健康保険制度の適正運

営につなげます。 
 
 
 
 
 
 
・特定健康診査の受診率向上に取

り組みます。 
 
 
 
 
 
 
 
・ジェネリック医薬品の使用促進

に取り組みます。

・特定保健指導、重症化予防

事業の課題を抽出し、実施方

法を再検討してマニュアルを

見直します。効果的に効率よ

く保健指導を実施し実施率の

向上を図ります。　　　　 
（実施率32％） 
 
 
・集団健診において、事前予約

を全会場で実施、がん検診を

同時に受けられる会場をつく

るといったスムーズに受診で

きる体制をつくり受診率の向

上につなげます。 
（受診率42％） 
 
 
・ホームページへの掲載やジェ

ネリック医薬品に切り替えた

場合の差額通知の機会等を活

用して、ジェネリック医薬品に

関する周知を図ります。 
（使用率83％）

・対象者の基準を決定し、対象者の抽出や 10 月からの保健指導に 
向けて準備を進めています。また、指導の質を高めるため、マニュア 
ルの見直しもあわせて進めています。 
 
 
 
 

 
 

・事前予約制による集団健診を実施し、課題改善を図りながら体制 
づくりと実施マニュアルの作成をしました。 

健康づくり推進課と連携し「がん検診」と特定健康診査（ワンコイ

ン健診）同時実施を行い体制の整備を行いました。 
 
 
 
 
 
・広報への掲載を４月に行い、１０月号にも掲載予定です。 
・ジェネリック医薬品に切り替えた場合の差額通知を 6 月に送付し

ました。10 月、令和 8 年 2 月にも送付予定です。 
（使用率 89.1％）

 

3

後期高齢者の健康

寿命の延伸

・健康状態不明者の状況把握を行

い、健康相談や適切なサービスに

つなげます。 
 

・高齢者の保健事業と介護予

防事業の一体的実施事業のう

ち、健康状態不明者につい

て、関係課と連携を図りなが

ら、訪問や電話等により、健康

状態の把握及び支援を行いま

す。 
（健康状態不明者の80％把

握） 

・対象者 13 人のうち 7 人に対して訪問等を実施しました（把握率

53.8％）。
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 重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

4

適正課税並びに納

税者の利便性向上

の推進

・納税への理解を進めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・正確な課税資料による、適正な

課税と業務効率の向上を図りま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・納税者の利便性向上を図りま

す。 
 

・税の仕組みの大切さ、申告

等必要な手続を理解してもら

えるよう更に分かりやすい広

報を行います。 
・令和 7 年度に実施される住

民税等の税法改正並びに国民

健康保険税の税率改正につい

て、広報紙、ホームページ等で

周知を図るとともに、窓口等

での問い合わせに対し、丁寧

な対応に努めます。 
 
 
・課税資料の入力、家屋敷課

税の調査、未申告者への通知

を適切に行い、公平な課税を

実現します。 
また、申告相談等の適切な

実施のため、税務署等関係機

関と連携します。 
・登記異動等資料、現地確認

による家屋の異動（新築、滅

失）、償却資産等の現状把握

並びに適切な家屋評価を実施

し、正確な課税に努めます。 
 
 
・地方税共通納税システムを

利用したクレジットカード決済

等の電子決済やコンビニ収納

により納税者の利便性の向上

を図るとともに、その利用方

法等の周知に努めます。 

・国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の税率改正

等について、広報紙やホームページ等で周知し、窓口、電話等での

問い合わせに対し、丁寧な対応に努めています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・適正課税に向け、資料内容の課税への反映、家屋敷課税の調査、

未申告者への通知等を実施しています。 
 
 
 
 
 
・登記異動資料内容の課税への反映、家屋評価を実施し、これを基

に、来年度の適正課税に向けた作業を実施しています。 
 
 
 
 
 
・地方税共通納税システムを利用したクレジットカード決済等の

電子決済について、利用方法等をホームページ等で周知していま

す。
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 重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

5

滞納のないまちを

目指す

・税負担の公平性を実現するた

め、滞納者の生活実態や財産を正

確に把握し、適正な滞納整理を進

めるとともに、収納率向上のた

め、県等と連携を行います。

・令和7年度3月末収納率 
一般税（現年課税分）

97.92%以上の収納達成を

目指します。 
また、自発的な納税意識の啓

発を行い、滞納額の増加を防

ぐため、納税相談等を行いま

す。 
 
・滞納者の資産状況等に対す

る捜索を5件以上実施します。 

・9 月末現在収納率は、一般税（現年課税分） 61.00％ です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・9 月末現在で、捜索は実施していません。
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令和７年度　環境部　経営計画書

 職・氏名 経 営 方 針 経 営 資 源
 

環境部長 

難波　彰生

●使命 

私たち環境部は、「人と自然が織りなすしあわせ実感都市　瀬戸内」の実現

にむけて、第２次瀬戸内市環境基本計画において、市の将来像とする「豊

かな自然と快適な暮らしが調和するまちづくり」を、市民、事業者との協働

により推進します。 

 

●基本方針 

① ゼロカーボンシティの実現に向けて、地球温暖化防止の取り組みを進

めます。 

 

② ５R（Refuse〔リフューズ〕・Reduce〔リデュース〕・Reuse〔リユー

ス〕・Repair〔リペア〕・Recycle〔リサイクル〕）活動を通じて、市民の

環境意識を高め、ごみの減量化・資源化を推進します。 

 

③ 自然とのつながりを感じる郷土・里海づくり、飼い主のいない猫の繁殖

抑制など、環境保全のための対策を推進し、市民生活の質の向上を図

ります。 

 

④ 消費者被害の防止に向けた対策を進め、市民が安全に日常生活を送る

ための環境づくりにより、安全で安心できるまちづくりを推進します。 

所 管 課
生活環境課、クリーンセンターかもめ、 

長船衛生センター、消費生活センター

 

人　　員

正職員
会計年度 

任用職員
合計

 

１４人 １７人 ３１人

 

一般会計 １，３２８，６７３ 千円

 

特別会計 千円

 

計 １，３２８，６７３ 千円

 

（うち人件費） （　　１６４，０５９

 

千円） 
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 重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

1

地球温暖化防止

対策の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・重点対策加速化事業を活用して

市内の電力消費の脱炭素化を推進

します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・住宅用脱炭素推進補助を行

い、市内の電気消費による二

酸化炭素の排出削減に取組

みます。 
 
太陽光発電補助 
目標　100 件 
蓄電池補助 
目標　80 件 
電気自動車補助 
目標　2 件 
充放電設備補助 
目標　1 件 
高効率空調補助 
目標　130 件 
高効率給湯器補助 
目標　25 件 
 
・事業者用脱炭素推進補助を

行い、市内の電気消費による

二酸化炭素の排出削減に取

組みます。 
 
太陽光発電補助 
目標　1,000kW 
蓄電池補助 
目標　90kWh 
電気自動車カーシェア補助 
目標　1 件 
充放電設備補助 
目標　1 件 
高効率空調補助 
目標　30 件 

 
 
 
 
 
太陽光発電補助 
１３件 
蓄電池補助 
１２件 
電気自動車補助 
０件 
充放電設備補助 
０件 
高効率空調補助（7 月で申請締切） 
１５8 件 
高効率給湯器補助（6 月で申請締切） 
２５件 
 
 
 
 
 
 
太陽光発電補助 
４１２kW 
蓄電池補助 
０kWh 
電気自動車カーシェア補助 
０件 
充放電設備補助 
０件 
高効率空調補助 
１３件 



3 

 ・脱炭素先行地域づくり事業　「漁

村農村から始める、地域で経済が

循環する瀬戸内モデル」の実現に

向けて、各種取り組みを推進しま

す。 
 
 

・瀬戸内市民電力株式会社と

の連携により、公共施設 5 件

と市遊休地 2 カ所に太陽光

発電設備等を新たに設置し

ます。 
 
 
 
・先行エリアの住宅・事業所

への太陽光発電設備の設置

に対する補助を行い、先行エ

リアの電気消費による二酸

化炭素の排出削減に取組み

ます。 
戸建住宅　10 件 
事業所　1 件 
 
・公共施設の LED 化と高効

率空調の導入を推進します。 
LED　13 施設 
空調　10 施設 

・公共施設は、現地調査を実施し、今年度４件実施することとしまし

た。瀬戸内市民電力株式会社が、8 月にプロポーザル方式により施

工事業者を決定し、今年度中の完成に向けて工事に着手しました。 
・市遊休地は、中国電力ネットワークに系統接続申請を行い、接続ま

での工事期間が必要であることから、１カ所は来年度の実施、残り１

カ所は令和１０年度の実施予定となりました。 
 
 
・８月下旬に、先行エリアである玉津・裳掛各地区で住民代表者を対

象とした説明会を開催しました。 
　今後は、先行エリアの希望者を対象に太陽光発電設備の導入を推

進します。 
 
 
 
 
 
・LED 化は、２施設で工事に着手しています。他の施設についても、

関係部署との調整や業者選定の準備に着手しています。 
・高効率空調は２施設で工事が完了しました。その他の 8 施設につ

いても工事発注済みです。 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

２ 

 

 

ごみの減量化及

び資源化の促進 
 
 

・ごみの減量化・資源化を推進しま

す。 
 
 
 
 

・ごみの分別についての啓発

活動を行います。 
出前講座　15回 
広報せとうちへの記事掲

載　5回 
 

 
 
・出前講座　２回 
・広報せとうちへの記事掲載　２回 
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2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ごみ分別アプリのダウンロ

ード件数を1,000件増加さ

せ、7,600件にします。 
 
・令和８年４月から始めるプ

ラスチック資源の一括回収に

向けて 14 地区で説明会を

実施します。 
 
 
・生ごみ処理機購入補助事業

の促進を行い、ごみの減量を

図ります。 
目標　57件

ごみ分別アプリのダウンロード件数は、466 件増加して 7,070 件

です。 
 
 
11 月に市内 4 か所で環境衛生委員を対象とした説明会を開催しま

す。その後、自治会や市民が集う場所等に出向いて、出前講座を開

催します。 
 
 
 
 
 
 
交付件数　16 件

 

3

環境保全と市民

生活の質の向上 

・飼い主のいない猫の繁殖を抑制

することにより、糞尿等による生活

環境被害を防止し、併せて市民の

動物に対する愛護意識の高揚を図

ります。 
 
 
 
 
・河川の水質保全に向け、下水道計

画区域外における合併処理浄化槽

の整備を推進します。 
 
 
 
 
 
・海を起点とした環境保全への取り

組みとして『地域おこし協力隊』の

活用による市民を対象とした環境

・飼い主のいない猫の不妊去

勢手術費の補助を行い、繁

殖を抑制します。 
目標　450 匹 
 
・地域猫活動支援事業補助金　

5 団体 
 
 
・合併処理浄化槽の設置を進

めます。特に汲取り・単独浄

化槽から合併浄化槽への転

換を推進します。 
目標　92 基 
うち転換目標　20 基 
 
 
・3 回以上の環境学習の機会

を提供します。 
 

 
 
 
申請　115 匹 
 
0 団体（複数団体から申請の相談を受付中） 
 
 
 
47 基申請受付済み、今後も合併浄化槽への転換を推進していきま

す。 
 
 
申請　47 基 
うち転換　9 基 
 
 
開催　４回 
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 学習の機会を増やします。 
 
・生活環境を保全するため、地域の

環境悪化の要因となる、ばい煙、汚

水、騒音、悪臭等を防止します 

 
 
・苦情等があった場合には、

状況に応じて、適切な指導を

行います。

 
 
９月末現在で苦情に対する指導を 33 件実施しました。 
 
野焼き　5 件 
悪臭　　　1 件 
土地の適正管理　27 件 
 

 

4

消費者被害の防

止

・消費者被害に遭わないための消

費者教育を推進します。また、詐欺

被害に遭いやすい高齢者の方に啓

発活動を行い、被害防止や被害の

早期発見を目指します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・消費者被害にあわないため

の豆知識を広報紙やホーム

ページに掲載します。また、

出前講座により、詐欺被害に

遭いやすい高齢者の方に啓

発を図ります。 
掲載の目標　10回 
出前講座目標　6回 

 
 
・特殊詐欺の主な被害者であ

る高齢者に対し、防犯機能付

き電話機の購入費の一部を

補助し、特殊詐欺の被害防止

を図ります。 
目標　40台 

 
 

 
 
 
 
 
 
広報せとうちへの掲載　6 回 
出前講座　7 回 
 
 
 
 
 
 
 
申請　12 台
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令和７年度　福祉部　経営計画書

 職・氏名 経 営 方 針 経 営 資 源
 

福祉部長 

浦上　憲治

●使命 

福祉部は、高齢者、障がい者、生活困窮者の方々等が、住み慣れ

た地域で、笑顔で安心して暮らすことができるように、相談窓口や

各種福祉・介護サービスの充実を図るとともに、関係者の連携を深

め、共に支えあう地域づくりを大切にした福祉行政を推進します。 

 

●基本方針 

①障がい者や生活困窮者が安心して自立した生活が送れるよう、相

談体制を強化するとともに、就労支援体制の充実を図ります。 

②高齢者が安心して元気に生活できるよう、高齢者の社会参加を促

進するとともに、高齢者支援や介護予防など、ニーズに合った介

護・福祉サービスの充実を図ります。 

③誰もが住み慣れた自宅や地域で安心して暮らし続けられるまちを

目指して、地域包括ケアシステムの深化・推進を進めることで地域

共生社会の実現に努めます。 
 
 
 

所 管 課
福祉課・いきいき長寿課・トータルサポ

ートセンター

 

人　　員
正職員

会計年度 

任用職員
合計

 
３０人 １５人 ４５人

 

一般会計 ２，７８６，０５７　　　千円

 

特別会計 ４，４０８，２６０　　　千円

 

計 ７，１９４，３１７　　　千円

 

（うち人件費） （　２５７，５００ 千円）
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 重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

1

生活困窮者自立支

援事業及び障害者

相談支援事業の充

実

自立相談支援事業及び家計相談支

援事業を、委託先の社会福祉協議

会と連携して実施します。 
また、就労準備支援事業を実施し、

就労能力が低いなどの課題を抱え

る人に対して、就労の機会を提供

し、就職活動等の総合的な支援や

就労体験等を通じて最終的に一般

就労に結びつけ、自立を促進しま

す。 
 
 
障害者相談支援事業を、委託先の

障害者相談支援事業所と連携して

実施します。事業の推進により、市

内の障がいのある人及びその家族

等に対して、福祉サービス等の社

会資源に関する情報提供を行い、

関係機関と連携を取りながら、障

がいのある人の地域生活を支援し

ます。 
 
発達障害児者及び家族等支援事業

を、専門相談員により実施します。

事業の推進により、市内の発達障

がいのある人及びその家族等に対

して、福祉サービス等の社会資源

に関する情報提供を行い、関係機

関と連携を取りながら、発達障が

いのある人の地域生活を支援しま

す。 
 
 
 
 

生活困窮者に対する第2の

セーフティネットとして設置

した生活相談支援センターの

利用促進や運営を支援しま

す。また、センターやジョブス

ポットせとうちと生活相談支

援員との連携により就労支

援を実施し、生活困窮者の生

活が安定するよう取り組み

ます。 
・就労者数  年間10人 
 
委託先の障害者相談支援事

業所との連携を図り、地域課

題を把握し、民生委員や関係

機関との連携を強化し、相談

支援体制の充実に努めます。 
 
 

 
 
 
発達障がいに関する情報提

供や助言を行うとともに、相

談内容により教育や事業所

等の関係機関と連携し、相談

支援体制の充実に努めます。 
・支援者研修会 

年間9回 
 
 
 
 
 
 

生活相談支援センター、ジョブスポット及び就労支援員の連携によ

り、就労支援を実施しています。 
・就労者数　　３人 

 

 

 

 

 

 

 

委託先の障害者相談支援事業所と連携を密にし、相談支援体制の

充実が図れています。 
・相談支援件数　　１４５件 

 
 
 
  
 
 
 
専門相談の実施、教育、保育、保健等との研修会を通じて、関係機

関と連携を図り適切な支援を実施しています。 
・相談支援件数　　　　３件 
・巡回相談件数　　１１７件 
・支援者研修会　　　　５回 
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重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 基幹相談支援事業を、主任相談支

援専門員を配置し実施します。事

業の推進により、市内の相談支援

事業者等へ専門相談や人材育成の

支援を行い、地域の相談支援体制

の充実・強化等に取り組みます。 
 
 
 
ひきこもり支援推進事業を、委託

先の社会福祉協議会と連携して実

施します。様々な事情により社会と

の関わりを断ち、ひきこもり状態に

なっている人の社会参加へのきっ

かけづくりを支援します。 
 

・地域の相談支援事業者に対

する訪問支援　 
　　　　　　　　　　　　年間12件 
 
 
 
 
 
 
ひきこもりサポートセンター

の利用促進や啓発を行いま

す。また、関係機関との連携

を図り、ひきこもり者への適

切な支援を行います。 
・センター利用件数 
　　　　　　　年間　800件 
 

市内の相談支援事業者等へ専門相談や人材育成の支援を行い、地

域の相談支援体制の充実・強化等を図っています。 
・地域の相談支援事業者に対する訪問支援　６件 
 
 
 
 
 
 
ひきこもりサポーター養成講座、民生委員に対しての研修、社協広

報誌におけるひきこもりに関する記事の掲載を通して、ひきこもり

サポートセンターの普及啓発に努めています。一人ひとりのケース

を通じて、中学校や教育委員会を含めた各関係機関と連携してい

ます。 
・相談支援延件数　　　　1,201 件 
・センター利用延件数　　　５６８件

 

2

高齢者福祉の推進 認知症に関する正しい理解を広

め、認知症高齢者やその家族が安

心して地域で日常生活を過ごせる

よう、認知症施策を推進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

認知症に関する正しい知識

を多くの人に知ってもらい、

認知症に対する偏見をなく

すことで、地域での見守りや

認知症高齢者やその家族が

暮らしやすい地域づくりに繋

げます。 
・認知症サポーター養成講座

修了者数（新規） 200 人 
 

徘徊する可能性の高い認知

症高齢者の情報の登録及び

関係機関との情報共有によ

り、行方不明時の早期発見・

早期対応等が可能となるよ

う体制の充実に取り組みま

す。 

・認知症サポーター養成講座修了者数（新規）　　２３６人 
未就学児への講座を県内初実施。幼少期から認知症への偏見をな

くし、地域での見守りや暮らしやすい地域づくりつなげる取組みを

行いました。 
 
 
 
 
 
 
・高齢徘徊対策促進事業登録者数（新規）　３人 
認知症サポーター養成講座開催時、小地域ケア会議での事業周知、

広報活動を積極的に行い、新規登録者増加に努めました。 
 
 
 
 



4 

重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

  
 
 
 
住み慣れた地域で元気に自分らし

い暮らしができるよう高齢者の在

宅福祉を推進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「ゆめワークせとうち無料職業紹介

所」を開設し、高年齢者等が働くこ

とや地域・社会に参画することによ

って、生きがいを感じることができ

る施策を推進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・高齢者徘徊対策促進事業 
　登録者数（新規）　6 人 
 
 
タクシー券の配布により、外

出を促すことで、介護予防に

繋げるとともに、免許返納を

促進することで、交通事故の

リスクを軽減し、安全安心な

暮らしに繋げます。 
・高齢福祉タクシー利用券利

用者数　　　　　　900 人 
 
補聴器の購入助成を行い、

外出や社会参加を促すこと

で、認知症予防・介護予防を

推進します。 
・補聴器購入助成事業利用者

数　　　　　　　　　　25 人 
 
 
「ゆめワークせとうち」におい

て、ハローワーク等の関係機

関と連携し、就労等地域・社

会参画に関する事業を推進

することで、働く意欲のある

高年齢者等が能力や経験を

生かし、年齢に関わらず働く

ことができる生涯現役社会

を目指します。 
・就労相談窓口業務　 
　　　就業者数　　　50人 
・求人開拓業務 

企業訪問件数　100件 
 

 
 
 
 
・高齢福祉タクシー利用券（事業）利用者数　1,192人 
 
 
 
 
 
 
 
 
・補聴器購入助成事業利用者数　6人 
 
 
 
 
 
 
 
ハローワーク（ジョブスポットせとうち）と連携し、情報交換を行い

ながら進めています。また、登録者のニーズに沿ったマッチングが

できるよう、求人開拓員が市内外の企業へ訪問し、６０件の独自求

人情報を収集し求職者へ提供しました。 
 
 
 
 
 
・就労相談窓口業務　 
　　　就業者数　　　８５人 
・求人開拓業務　 
　　　企業訪問件数　８３件 
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重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 介護サービス介護給付の適正化を

推進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高齢者が住み慣れた地域でいきい

きと過ごすことができるよう、介護

予防事業の充実を図り、地域で安

心して生活できる体制づくりを進

めます。 

運営指導・集団指導を通し、

介護保険施設等が適正なサ

ービスを行うことができるよ

う支援し、「介護給付対象サ

ービスの取扱い」及び「介護

報酬の請求」に関する周知の

徹底を図り、サービスの質の

確保や保険給付の適正化が

果たされるよう事業者指導

の推進を図ります。 
・地域密着型サービス事業所 

5事業所 
・居宅介護支援事業所 

５事業所　 
 
地域包括支援センターの生

活支援コーディネーターと連

携し、健康情報を伝え、介護

予防に繋げるだけでなく、地

域の仲間づくり・見守り・支

えあいにも繋がる、歩いて行

ける「はつらつ教室」を増や

し、地域づくりを推進します。 
・はつらつ教室 OB 会（累計） 

　　　　　　　 　　 115 か所 
 

はつらつ教室で健康について

の話や体操の指導ができる介

護予防リーダーを育成し、地

域での活動支援を行います。 
・介護予防リーダー登録者 

　　　　　50 人 
・ リ ーダーの 会の 参 加人 数

（延）　　　　　　　　75 人

地域密着型サービス事業所及び居宅介護支援事業所に対し、運営

指導を行いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・地域密着型サービス事業所　５事業所 
 
・居宅介護支援事業所　５事業所 
 
 
はつらつ教室 OB 会（累計） 
　　　　１１３カ所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今年度、介護予防リーダー養成研修を実施し、新たに８名（実習が

修了すれば 9 名）の方を養成しました。 
 
 
・介護予防リーダー登録者　 
　　　　　54 人 
・リーダーの会の参加人数 
　　　　　25 人 
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重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

3

保健、福祉、医療

連携の深化・推進

できる限り住み慣れた自宅や地域

で安心して暮らし続けながら、必要

な医療や福祉サービスを受けられ

るような、地域ネットワークの充実

強化を推進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
関係部署・関係機関との協働によ

り作成した地域包括ケア実行計画

に基づき、年次目標が達成できる

よう多職種との連携調整を図りま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市内の医療・福祉・介護関係

機関が連携を深められるよ

う、研修会等を開催し、顔の

見える関係づくりの構築や、

情報の共有化を目指します。 
・延べ参加人数　　　150 人 
 
在宅医療・福祉に係る支援を

必要とする人に、適切な対応

ができるよう関係機関との

連携を強化し、相談支援体制

の充実に努めます。 
・認知症に関する相談（初期

集中支援を含む）実件数 
　　　　　　　　　　15 件以上 
・在宅医療・福祉に係る相談

支援延べ件数    300 件 
 
 
ケアネットせとうちホームペ

ージ専門職専用サイト等に医

療・介護・福祉専門職が必要

とする情報を追加し、より一

層の連携強化を図ります。 
・専用サイト利用登録件数 

5件 
・事業所情報掲載件数 

10件 
 
市在宅医療・福祉・保健連携

推進協議会で、地域包括ケア

実行計画等の進捗、取組状

況の報告、地域課題等に関す

る意見交換を行います。 
・協議会会議開催 　　2回 

・4月に高齢者入所施設代表者意見交換会を開催しました。 
参加者 １４人 

・5月に高齢者入所施設担当者会議を開催しました。 
参加者 　６人 

・7月に介護支援専門員と相談支援専門員の合同研修会を開催し

ました。　　参加者　２８人 
 
 
 
 
 
 
・認知症に関する相談実人数 13件 
 
 
・在宅医療・福祉に係る相談支援件数　101件 
（再掲）関係機関への連携延べ件数　　  98件 
 

　　　　　　　　　　 
・専用サイト利用登録件数  　0件 
 
・事業所情報掲載件数　   95 件 
 
 
 
 
 
 
 
・6月に在宅医療・福祉・保健連携推進協議会を開催しました。 

参加者 １８人 
・9 月に在宅医療・福祉・保健連携推進協議会専門委員会を開催

しました。　　 参加者　 ９人 
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重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

  
 
 
 
 
地域包括ケアシステムを踏まえた

在宅医療・介護推進、基幹相談支援

機能について、市民・地域住民への

普及啓発を行います。 
 
 

・専門委員会　　　　 2回 
（委員数　18人） 
 
 
 
市民・地域住民向けの市民講

座・出前講座の開催や広報紙

等の広報媒体を活用し、普及

啓発を行います。 
・市民講座・出前講座の開催

参加延べ人数　　 100人 
・市広報紙記事掲載　 2回 
・ケアネットせとうち通信 

発行               2回 
 
 
 

 
 
 
 
 
・11 月に市民講座「在宅医療・介護推進フォーラム」を開催予定

です。　 
 
 
 
 
・市広報紙記事掲載　 4 回 
・ケアネットせとうち通信　１２月・３月発行予定 



1 

 
令和７年度　こども・健康部　経営計画書

 職・氏名 経 営 方 針 経 営 資 源
 こども・健康部長 

土田　恵子

●使命 

こども・健康部は、安心して子どもを出産し、子どもたちが健やかに

育ち、笑顔で子育てできるまちを目指して、子どもと子育てを応援

する環境づくりを推進します。 

また、健康づくりについての正しい知識を持ち、乳幼児から高齢者

まで、すべての市民が自分らしい豊かな人生を送れるよう、心と体

の健康づくりを進めます。 

 

 

●基本方針 

① 行政機関や地域とのネットワークを充実させ、結婚、妊娠期から

出産、子育て期にわたり、切れ目のない支援を提供します。 

② 市全体、地域全体での外遊びを通じて、人と人、人と地域がつな

がる場、みんなで子どもを育て自らも育つ環境づくりを推進しま

す。 

③ 子どもを安心して預けられる保育園・こども園の整備・管理・運

営や、放課後児童対策を充実することで、働きながらでも安心し

て子育てできる環境づくりを推進します。 

④ 市民が自分らしく豊かな人生を送ることができるよう、地域ぐる

みで心と体の健康づくりを推進します。 

⑤ 岡山県や備前保健所、関係機関等と連携して感染症に係る情報

を収集するとともに、市民への感染予防策の普及啓発により、感

染症対策を推進します。

所 管 課
こども家庭課（公立保育園こども園）・健

康づくり推進課

 

人　　員
正職員 会計年度職員 合計

 
１１７人 １２９人 ２４６人

 
一般会計 ３，４６８，１２９　　　千円

 
特別会計 　　　　千円

 
計 ３，４６８，１２９ 千円

 

（うち人件費） （９２１，４５７ 千円）
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 重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

1

結婚から子育て期

にわたる切れ目な

い支援の提供 

 

 

 

次世代が安心して子育てできる環

境づくりを目指して、結婚支援を推

進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
子どもの出産後に係る経済的負担

感を軽減し、子どもの健やかな成

長を支援するため、子育て中の世

帯に経済的支援を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住宅取得費用などの結婚に

伴う費用の一部を補助する

結婚新生活支援事業により

経済的な理由で結婚に踏み

切れない若者を支援します。 
また、縁結びサポーターによ

る相談会を実施し、結婚を希

望している方やその親を支

援します。 
補助金交付件数　　　 25件 
相談会実施回数　　　　4回 
相談者数　　　　　　　 20人 
 
市内の販売店で育児に必要

な紙おむつや粉ミルクなど

の育児用品を購入すること

ができるすくすくチャイルド

サ ポ ー ト チ ケ ッ ト を 、 月

3,000円（第3子以降は月

5,000円）満3歳到達月ま

で交付し、子育て中の世帯を

経済的に支援します。 
チケット交付率　　　100％ 
チケット使用率　 98％以上 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 月末補助金交付件数　　　2 件 
9 月末相談会実施回数　　　1 回 
相談者数　　　　　　　　　　　　1 人 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
９月末チケット交付率　　100％ 
９月末チケット使用率　97.4％
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 重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

1

こども家庭センターを窓口とし、子

育て中の世帯の孤立化や児童虐待

等を予防するため、関係機関との

状況共有会議を実施し、家庭の事

情に合った支援を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひとり親家庭の自立を支援するた

め、多面的な支援に努めます。 
 
 
 
 
 
 
こどもが地域と繋がりを持ちなが

ら、様々な交流や支援を通じて、安

心して過ごすことができるよう、居

場所づくりを行います。 
 

要保護児童対策地域協議会

において、警察、児童相談

所、教委等と情報を共有しな

がら、見守りを行います。ま

た、その中で個別の会議を適

時開催し、改善方策を協議

し、状況の改善に努めます。 
代表者会議　　　　　年1回 
実務者会議 　　　　年12回 
個別ケース検討会議 
　　　　　　　　　 　　年30回 
 
ヤングケアラー支援に関し

て、関係機関と定期的に共有

会議を行い、支援体制の強

化と支援の充実を図ります。 
会議の回数　　　　　年3回 
 
 
経済的自立と安定を図るた

め、ひとり親家庭の相談体制

の充実を図り、各種支援事業

を実施します。 
ひとり親相談から自立支援

サービス等につながった件

数　　　　　　　　　　　　　3件 
 
こども食堂の立ち上げ・運営

を行う団体への助成を行い、

安定的な実施環境を整備し

ます。事業の実施団体への支

援については、社会福祉協議

会へ委託します。　　　　　　 
実施団体　　　　 　 5団体 

 
 
 
 
 
 
 
９月末代表者会議　　　　　　　　　1 回 
９月末実務者会議　　　　　　　　　６回 
９月末個別ケース検討会議　　24 回 
 
 
 
 
 
 
９月末会議の回数　　　　　　　　　　1 回 
 
 
 
 
 
 
 
 
９月末件数　　　　　　1 件 
 
 
 
 
 
 
 
９月末実施団体　　　7 団体
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 重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

2

地域全体での子

育て環境づくりの

推進

外遊びを通じて、子どもの健全な

発育を促し、子育て不安の解消に

努めます。また地域で外遊びを実

施することにより、地域住民全体

が子育てに関心を持つことで、安

心して子育てができる環境づくり

を推進します。 
 
 
 
 
 

第2期みんなでつくる瀬戸内

市のこどもひろば基本計画

に基づき、社協への委託によ

り、子どもたちが外遊びを楽

しむ「こどもひろば」の開催

支援をするとともに、地域が

主体となって取り組む「こど

もひろば」の開催を支援しま

す。 
開催回数　     年間155回 
うち地域主体　　    115回 
参加市民の数　　　6,200人 
うちボランティア　　300人 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
９月末開催回数　     　　　　　　60 回 
うち地域主体　　   　　　　 　　　34 回 
９月末参加市民の数　　　　　1，904 人 
うちボランティア　　　　　　　　　167 人
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 重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

3

子育て環境の充

実 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

仕事と子育てが両立できる環境を

目指して、保育園・こども園・放課

後児童クラブの施設整備を推進す

るとともに、子どもを安心して預け

られる保育園・こども園を管理・運

営します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保育園や認定こども園にお

いて、特に顕著となっている

0～2歳児の年度途中の入園

に対応できない状況を改善

するため、長船地区に民間事

業者を誘致し、施設整備の推

進を図ります。 
 
その他、各保育施設や放課後

児童クラブの修繕等を実施

し、子どもたちが快適に過ご

すことができる環境を整備

します。 
 
年度末待機児童　10人以下 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６月に事業者選定委員会を開催し、事業者決定しています。 
現在は、国の交付金申請を行っており、１０月中には内示の予定で

す。 
 
 
 
 
 
順次、修繕・取替を行っています。 
 
 
 
 
 
９月末待機児童　　　0 人
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 重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

4

心と体の健康づく

りの推進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安心して出産・育児できるよう関係

機関等の多職種と連携して、切れ

目のない相談支援体制を充実強化

し、子どもたちの健やかな成長と

子育てを支援します。 
 
 
 
 
 
 
 
働き盛りの世代が受診しやすい体

制整備に取り組み、各種がん検診

を実施し、働き盛りの市民の健康

づくりを推進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
がん治療に伴う外見の変化によっ

て悩みを抱える方の心理的・経済

的負担を軽減し、社会参加の促進、

生活の質の向上を図ります。 

妊娠期から子育て期におい

て成長発達に応じた適切な

相談支援を行います。 
・妊娠届出時に保健師・助産 

師と妊婦の面談率 
95％以上 

・乳児家庭全戸訪問実施率 
　　　　　　　 　　　　95％以上 
・乳幼児集団健康診査受診 

率（乳児・1.6健・3健） 
　　　　　　　　 　　　95％以上 
 
受診機会や検診の必要性を

広報周知します。 
・広報紙、市ホームページ、公

式LINEなど広報活動　　　 
年5回以上 

 
個別検診や休日検診など受

診しやすい体制を提供しま

す。 
・がん総合検診、休日・夜間に

集団がん検診の実施 
　　　　年4回実施 

 
・乳がん検診無料クーポン利

用率　　　 　20％以上 
・子宮頸がん検診無料クーポ

ン利用率　　　8％以上 
 
医療用補整具購入助成金事

業について広報周知します。 
・広報紙、市ホームページで

の広報活動　　　 　２回

 
 
 
・妊娠届出時に保健師・助産師と妊婦の面談率 
　９月末までの届出　99％ 
 
・乳児家庭全戸訪問実施率 
　７月末までの出生児・9月末まで訪問　95％ 
 
・乳幼児集団健康診査受診率（乳児・1.6健・3健） 
９月までの健診　（乳児）92％　（1.6健）95％　（3健）89％ 
 
〈がん検診広報周知〉 
・広報紙、市ホームぺージ、LINEでの広報活動　　計６回 
 
 
 
 
〈休日・夜間検診〉 
・がん総合検診：1回（9/８）　  
・夜間子宮頸がん・乳がん検診：2回（5/１９、６/３０） 
 
 
 
 
〈無料クーポン利用率〉（9月末時点） 
・乳がん検診　　　：集団６名、個別7名　計13名（利用率7.4％） 
・子宮頸がん検診：集団2名、個別6名　計8名　（利用率4.6％） 
 
 
＜広報周知＞ 
・市ホームページの更新実施 
・広報紙　９月号への掲載
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 重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

4

不安や悩みを抱える人が、かけが

えのない命を大切にして、早期に

相談につながり、自分らしく安心し

て生活できるよう、こころの健康づ

くりを推進します。 
 

 
 
 
 
 
 
 

健康増進や食育の重要性について

普及啓発活動に取り組み、市民の

健康づくり活動や意識啓発を進め

ます。 

不安や悩みを抱える人への

対応や支援や、正しい情報発

信に取り組みます。 
・こころの健康相談　　 

延利用者数 30人以上 
新規利用者数 8人以上 

・こころの相談開催の広報 
活動や情報発信　 
　　　　　　　　　年20回以上 

・保健師相談（面接・訪問） 
延450人以上 

 
 
健全な食生活に関する情報

を提供し、食育活動を推進し

ます。 
・年70回以上の情報発信 
・栄養指導の実施人数 

延1,700人以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
愛育委員、栄養委員、健康及 
び食育ボランティアと協働 
して健康教育事業に取り組 
みます 
実施回数　　　年100回以上 
 
 
 

 
 
 
こころの健康相談 
　延利用者数：17人 
　新規利用者数：7人 
こころの相談開催の広報・活動や情報発信 
　10回 
 
保健師相談（面接+訪問） 
　延259人 
 
 
食に関する情報発信　計70回 
・広報記事掲載：1回 
・広報折込　　　　 ：１回 
・サブサイトでの記事更新：17回 
・公民館、市役所、店舗へのレシピ設置：14回 
・がん検診での動画放映：14回 
・特定検診での動画放映：3回 
・乳幼児健診での動画放映：20回 
 
栄養指導の実施人数 計1,263人 
乳幼児 ：658人 
学童　　：147人 
成人　　：458人 
 
愛育委員への健康教育 
・５月、９月実施　　　　３１回 
栄養委員への健康教育 
・5月、7月、9月実施　19回 
愛育委員、栄養委員と協働した親子クッキング教室 
・6月実施　　　　 1回 
栄養委員と協働したキッズクッキング教室 
・７月、8月実施　3回 
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食育ボランティアへの健康教育 
・6月、7月に実施　2回 
健康推進ボランティアの健康教育 
・主催事業　　　　　　　　１回 
食育ボランティアの食育事業 
・広報誌へのレシピ提供　1回 
・裳掛コミュニティー高齢者料理教室への協力　1回 
・地域住民への食育資料の配布　3回

 

5

感染症予防策の

普及啓発による感

染症対策の推進 

乳幼児の定期予防接種に加え、麻

しん風しん予防接種など各種予防

接種の実施に速やかに取り組み、

感染症対策をより一層推進しま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

感染症の正しい知識を持ち、

予防対策に継続して取り組

めるよう、正しい知識や新し

い情報を随時、提供します。 
・オリジナルチラシ、市ホーム

ページ、広報、公式LINE

での情報発信　 
年6回以上 

 
 
各種予防接種を積極的に推

進します。 
・麻しん風しん予防接種率 

　　　　　　　95％以上 

市ホームページ記事掲載回数　2 回 
広報紙掲載回数　5 回 
公式 LINE 配信回数　4 回 
計 11 回 
 
　 
 
 
 
 
麻しん風しん予防接種率 
実施期間：R7.4.1～R7.9.30 
〇MR1 期 
　接種対象者：224 人、接種者数：160 人　接種率 71％ 
〇MR2 期 
接種対象者：273 人、接種者数 142 人　接種率 52％
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令和７年度　産業建設部　経営計画書

 職・氏名 経 営 方 針 経 営 資 源
 

産業建設部 

部長　岡　洋介 

参与　澳本裕輔

●使命 

私たち産業建設部は、安全・安心に生活できる住環境の整備を積極的に進

め、インフラ施設の充実・長寿命化を図ることで、災害に強いまちづくりを目

指します。また、農業や漁業を持続的に取り組む事ができる基盤作りを進める

とともに、地域の活力ある発展に向け、企業誘致や中小企業の振興等により、

地域産業の活性化を進めます。併せて、観光振興事業や文化財の保存・活用

を推進し、市の魅力の発信、交流人口の増加を図り、地域の持続的な発展を

促進します。 

●基本方針 

①国土強靱化地域計画に基づき、建設課で実施する事業に加え、他部署の事

業も分任として受け入れ、市内の住環境整備を促進します。 

②個別施設の長寿命化計画に基づき、インフラ施設の維持管理に加え、市民

生活の向上に繋がる事業を積極的に行います。 

③農業資源の質的向上を図るため、農道、用水路、ため池等農業用施設の適

正な維持と保全に努めます。 

④市営住宅長寿命化計画に基づき、再整備や修繕を計画的に進めると共に、

質の高い市有建築物の整備に努めます。 

⑤適正な土地利用や均衡ある発展のため、都市計画の導入を推進します。 

⑥耕作放棄地対策や担い手確保等の事業に取り組み、農林水産業の活性化を

進め、併せて、有害鳥獣対策事業を推進します。 

⑦地域産業の担い手である市内の小規模事業者や中小企業者のための振興

対策を推進します。 

⑧観光振興事業を推進し、市の魅力発信と交流人口の増加を図ります。 

⑨文化財の保存と活用の推進を図るとともに、優れた文化芸術に触れる機会

を提供し、市民の文化芸術活動を支援します。

所 管 課

建設課・建築住宅課・産業振興課・文化

観光課（備前長船刀剣博物館、瀬戸内市

立美術館）

 

人　　員

正職員
会計年度任

用職員
合計

 
４７人

２６人 

(非常勤特別職含)
73 人

 

一般会計 ５，１７７，２４６ 千円

 

特別会計 １８，３９９ 千円

 

計 ５，１９５，６４５ 千円

 

（うち人件費） （４３６，２９１　　　　　　　千円）
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 重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

1

国土強靭化地域計

画に基づくハード

整備の実施

市道開田線は令和3年度に工事着

手し令和７年度完成に向け全体事

業費の93％の発注を終えていま

す。

市道開田線の橋梁工事を進

め、令和７年度の完成を目指

します。

工事進捗状況は 95％です。

 

2

長寿命化計画に基

づくインフラ施設等

の整備

瀬戸内市用水路等転落事故防止対

策会議を毎年開催し、各関係機関

と連携を図り、地域における安心

安全な環境づくりに努めます。ま

た、地域の活動や市民の生活に密

接に関わる生活道路の維持補修や

改修整備を促進し、まちづくりに必

要な道路の整備を進めます。

瀬戸内市用水路等転落事故

防止対策会議を開催し、各関

係機関との連携を強化する

ことで事故発生件数ゼロを

目指します。 
生活道路の維持補修等で

は、要望書や通報に基づき迅

速な対応を行い、対応率を

70％以上とし、生活道路の

安全性と機能性の向上を図

ります。 

転落事故は 4 件で死亡事故は 0 件です。 
 
 
 
 
要望件数 548 件に対し 416 件対応し実施率 76％です。

 

3

農業用施設の適切

な維持管理

農地の維持や農地・水路・農道等の

維持補修や改修整備など促進し、

安心安全な地域づくりを進めま

す。 
 
 
 
防災重点農業用ため池のハード対

策は県が主体的となり実施し、市

は地元調整に協力します。ソフト対

策は市が主体的に進めます。 

農業用施設維持補修等で

は、要望書や通報に基づき迅

速 な 対 応 を 行 い 、 対 応 率

70％以上を目指します。 
 
 
 
ソフト施策として、ため池ハ

ザードマップの整備を 22 池

実施します。

要望件数 296 件に対し 220 件対応し実施率 74％です。 
 
 
 
 
 
 
22 池のハザードマップ整備を発注済です。
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重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

4

質の高い公共施設

の供給

建築・設備など専門性が高い案件

について、担当課から分任し、設計

から工事完成まで、効率的な業務

執行を図ります。 
その他建築物の改修、修繕工事等

について、担当課に対し技術的な

支援を行います。

担当課と連携し分任事業の、

品質、工期、コストが適切な

ものとなるよう管理します。 
分任事業 19 件、支援事業 9　

件を実施します。 

分任事業 2 件追加があり 21 件となり、5 件完了しました。支援事

業 2 件追加があり、11 件となりましたが原課と連携し、順調に進

捗しています。

 

5

市営住宅の再整備 市営住宅長寿命計画を基に、計画

的な修繕や建替事業を推進しま

す。

邑久地区の 30 戸を建替集

約化する事業について、令和

7 年～8 年度に１期工事（18

戸建替）完成を目指します。

建築設計業務が 5 月に完成しました。 
１期工事については、９月末に契約を締結しました。

 

6

都市計画の導入 岡山県や関係機関との協議を行

い、都市計画の導入に必要な手続

きを整理し、実行します。

都市計画区域の範囲を岡山

県と調整し、用途地域の検討

及び現況道路調査を実施し

ます。

用途地域の検討は、関係機関等との協議を実施中です。 
現況道路調査は図上判定と現場作業を分割発注し、図上判定を先

行して業務実施中です。 
道路ネットワーク検討業務、公園・緑地再配置等検討業務について

は、6 月補正予算にて議決を受け、委託業務を実施中です。
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重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

7

農林水産業の活性

化と有害鳥獣対策

事業の推進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農業振興地域整備計画の総合見直

しを実施します。 
 
 
 
 
地域計画に基づき、担い手への農

地集積を推進します。 
 
食のしあわせプロジェクトを推進す

るため、農業部門での取組を強化

します。 
 
 
 
 
 
 
森林環境贈与税を財源として適切

な森林経営管理を推進します。 
 
 
 
 
 
 
 
水産業の経営・構造改善等を推進

します。 
 
 
 
 
 
 

基礎調査を基に変更地番デ

ータを整理し、変更農業振興

地域整備計画書一式を作成

します。 
 
 
耕作放棄地を解消し、担い手

へ農地を集積します。 
 
環境負荷を低減した栽培技

術の推進、小中学校等での

出前授業、農業体験を実施し

ます。 
地産地消率をアップさせる

ため、給食へ農産物を納入す

る農家を増やします。 
 
 
森林環境贈与税を財源とし

た今後の事業運営について

具体的な実施メニューを作

成します。 
市が管理する森林の整備を

行うことにより、森林の持つ

公益的機能の普及啓発を図

ります。 
 
水産業競争力強化緊急施設

整備事業を活用し、邑久町漁

協荷捌き施設の整備を行い

ます。 
利子補給制度等の適正な執

行により、漁業者の支援を行

います。 
 

変更地番の最終の選定作業を 12 月末まで行い、来年度の変更協

議に向けて変更農業振興地域整備計画書一式を今年度中に作成し

ます。 
 
 
 
瀬戸内市生き活き農地再生事業の１次募集で 1.8ha を採択し、今

後普及予定です。２次募集も１０月から実施します。 
 
環境負荷を低減した栽培技術の推進を目的とした現時研修を 3

回、セミナーを 1 回、実証試験を 4 回実施しました。また、小学校等

への出前授業は５回（3 校 3 回、その他 2 回）、農業体験は 7 回（2

校 4 回、その他 3 回）実施しました。 
給食の地産地消率向上のため、農家への積極的な働きかけを行っ

た結果、今年度中に新たに 1 名の協力が得られる予定です。 
 
 
 
森林環境譲与税を財源とした、森林づくり活動支援補助金制度を１

０月１日施行予定で整備しています。 
今後も、森林環境譲与税の使途について検討を重ねていきます。 
 
 
 
 
 
 
邑久町漁協荷捌き施設の整備については、現在本体工事中であ

り、１２月竣工予定です。 
利子補給制度については、各漁協より要望を受け付け、適正に執

行しています。 
9 月末時点　31 件（内新規申請３件） 
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重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

  
 

有害鳥獣による農作物への被害を

抑制するため、対策事業を積極的

に推進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
耕畜連携による畜産クラスター事

業を推進します。

総合的な被害対策（自己防

衛・環境管理・捕獲）事業を推

進します 
個別柵　　　　 　　　120 件 
集落柵　　　　　　　　　　1 件 
駆除捕獲頭数　 1,050 頭 
 
集落ぐるみで行う被害防止

対策を推進します 
鳥獣被害に強い集落づくり

支援事業　　　  3 地区 
広報掲載　　　 　 2 回 
セミナー参加者   100名 
 
 
クリーンセンターかもめへ捕

獲鳥獣を一時保管する倉庫、

冷凍庫を導入します。 
冷凍した鳥獣を焼却施設へ

運搬する重機を導入します。 
 
 
 
畜産クラスター協議会が実

施する事業を支援します。

総合的な被害対策（自己防衛・環境管理・捕獲）事業を推進していま

す。 
 
個別柵申請件数　　　56　件 
集落柵申請件数　　　 1　件 
駆除捕獲頭数　　　 920　頭 
 
集落ぐるみで行う被害防止対策を推進しています。 
鳥獣被害に強い集落づくり支援事業　　　1 地区 
広報掲載　　　　　 2 回 
有害鳥獣対策セミナー開催予定（R8.1.23）　 
場所：ゆめトピア長船 
 
 
 
冷凍庫導入業者と契約済 
倉庫の設置工事の都合上、稼働は 3 月中旬以降の予定 
 
ホイルローダー導入業者と契約済 
１月末納入予定 
 
 
 
県へ補助金交付申請を提出し、交付決定を受けました。
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重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

8

地域産業の振興対

策の推進

地域産業の担い手である市内小規

模事業者、中小企業者の振興対策

を推進し、併せて創業者の支援を

推進します。また、市内で新たに事

業所を開設する事業者や再投資を

行う既存事業者を支援し、地域産

業の振興と雇用の増大を図りま

す。 
 
 
 
 
 

創業支援等事業計画に基づ

き創業支援を実施します。 
・創業塾受講者数    20人 
・創業奨励金交付者数  8人 
 
 
 
 
利子補給制度等の適正な執

行による中小企業の支援を

行います。 
 
 
地域ビジネス支援センター

（仮称）の建築工事を実施し

ます。 
管理運営方法を検討します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 月から開講する創業塾の開催準備を進めています。 
9 月末時点で、15 名の方から受講申し込みがありました。 
 
 
 
 
 
 
中小企業活性化資金利子補給制度について、活用申請があった 6

事業者に対して、審査の上、適格者に認定しました。 
また、上半期分の利子補給を実施しました。 
利子補給実施件数　26 件 
 
家屋調査及び埋蔵文化財調査を経て 7 月に建設工事業者と工事

請負契約を締結し、9 月から建設工事を開始しました。 
管理運営実績のある事業者にヒアリングし仕様検討を行っていま

す。
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重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

9

観光振興事業の推

進

大阪・関西万博や瀬戸内国際芸術

祭の機会をとらえ、瀬戸内市への

誘客及び市内にある観光スポット

等の周遊促進を図ります。 
 
 
 
 
 
 
 
道の駅の賑わい創出を図るととも

に、将来的な利活用について検討

を進めます。 
 
 
 
 
 
 
 
備前市と連携し、本市を代表する

伝統工芸美術品である焼き物と日

本刀の欧米を中心とした海外での

認知度向上や需要の開拓を図りま

す。

大阪・関西万博期間中に万博

会場に出展し、観光誘客プロ

モーションを実施します。 
また、７月から１０月にかけて

実施されるおかやまハレい

ろキャンペーン期間に合わせ

て周遊促進を図る事業を実

施します。 
 
 
 
整備した施設（苺ハウス、飲

食施設）を活かした誘客を行

い、賑わいを創出するととも

に経営改善を図ります。ま

た、経営改善状況を踏まえて

道の駅再整備構想の見直し

を進めます。 
 
 
 
国外・国内での魅力発信や販

売ルートを確立した上での販

路拡大を進めるとともに、大

学と連携して商品開発等を

推進します。また、製作技術

後継者の育成・確保を図りま

す。 
 
 

8/6-12 に大阪外食産業協会のパビリオンにて「食の器」をテーマ

に、備前焼、虫明焼、須恵器の展示・販売を通したプロモーションを

行いました。また、8/22-24 に岡山県ブースで「刀剣」をテーマ

に、国宝「山鳥毛」のデジタル鑑賞を通したプロモーションを行いま

した。 
博物館、美術館の特別展に合わせて、市内の飲食店や観光物産店、

宿泊施設を巡る AR スタンプラリー等を 7/9 から実施しています

（11/24 終了予定）。 
 
 
 
道の駅黒井山グリーンパークの 4-9 月の来客数は 250,318 人

（前年同期比 126％増）と整備した施設の活用やイベント開催など

により賑わいが創出されています。 
道の駅再整備構想については、整備した施設による効果等を踏ま

え、道の駅範囲内に土地や建物を有する権利者等とも協議を行

い、見直しを進めています。 
 
 
 
 
ヨーロッパで刀剣の販路拡大プロモーションを実施しました。ま

た、シンガポールで販売を行うバイヤーを招き備前焼や虫明焼作家

のブランディング力強化を図りました。さらに、備前焼等と刀剣の

海外でのプロモーションを引き続き計画しています。 
備前焼等や刀剣の新たな商品開発等を大学と連携して進めていま

す。
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重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

10 

文化財の保存・活用

の推進と優れた文

化芸術の提供、及

び文化芸術活動へ

の支援

文化財保存活用計画に則し、歴史

まちづくり財団、図書館及び公民

館等と連携し、文化財の調査や普

及啓発活動を行い、文化財の保存・

活用の推進を図ります。 
 
 
 
音楽を軸としたコンサート等を開

催するとともに、市民に優れた音

楽や芸能等の鑑賞や実践の機会を

提供する市内団体等を支援するこ

とにより、市民等が優れた文化芸

術に触れる機会を創出します。 
 
 
 
備前長船刀剣博物館及び瀬戸内市

立美術館において、魅力ある展覧

会等を開催し、刀剣や芸術への理

解の深化を図ります。

発掘調査や踏査等の文化財

調査数　５回 
 
他所と連携した文化財普及

啓発展示等開催数　３回 
 
 
 
夢二コンクールやスクールコ

ンサート等芸術文化活動参

加者数　1,500 人 
 
 
 
 
 
 
備前長船刀剣博物館の来館

者数　38,000 人 
 
瀬戸内市立美術館の来館者

数　20,000 人 

開発に伴う発掘調査 1 件、立会５０件を実施しました。踏査につい

ては、冬の実施に向けて計画を進めています。 
 
寒風陶芸会館や須恵古代館、市民図書館で文化財の企画展示を２

回開催しました。 
 
 
 
第 9 回夢二コンクールの予選を 10 月、本選を 11 月に予定してい

ます。予選には岡山県出身者 3 名を含む合計 17 名の応募があり

ました（うち、1 名辞退）。 
スクールコンサートは、12 校園で実施しました。今後、12 校園で開

催する予定です。 
補助金事業については、1 団体から申請があり補助金の交付決定

を行いました。 
 
 
テーマ展 1 回、特別展 1 回を開催しました。 
９月末時点来館者数　２２,３２２人 
 
企画展 1 回、特別展 2 回を開催しました。 
９月末時点来館者数　２１，０４５人
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令和７年度　消防本部　経営計画書

 職・氏名 経 営 方 針 経 営 資 源
 消防長 

川部　敬司

●使命　 

私たち消防本部は、「市民が安心して暮らせる災害に強い安全な都市　

瀬戸内」を目指し、きめ細やかで地域に密着した消防行政を行います。 

●基本方針 

①消防団を中心とした地域防災力の向上を図り、広報強化に努めます。 

②消防施設の充実・強化に努めます。 

③的確・迅速な現場対応に向けた指令業務の充実強化を図ります。 

④各事業所の防火・救急意識の向上を図ります。 

⑤総合的消防力の強化を図ります。 
 
 

所 管 課
総務課　警防課　予防課　通信指令室 

消防署

 

人　　員

正職員
会計年度

任用職員
合計

 
８３人 人 ８３人

 
一般会計 １，１７３，５７４　　　　　千円

 
特別会計 千円

 
計 １，１７３，５７４ 千円

 
（うち人件費） （　６３２，５８９   千円）

 重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

1

消防団を中心とし

た地域防災力の向

上、消防団の広報

強化 
 
 
 
 
 
 

消防団員数の増加を図るため、今

年度より新設した広報担当を中心

にＰＲ活動を行います。 
 
 
 
消防力を強化するため、機能低下

した消防団車両（邑久東分団第３

部、牛窓分団第２部）の更新を図り

ます。

団員定数450名に対して充

足率93％を目標に入団を促

進します。 
 
 
 
令和７年度末までに更新を

行い、活動力・士気の向上を

図ります。

９月１日で充足率８８．８％となっています。秋の防火パレードや各種

イベント等を活用し入団促進を図っていきます。 
 
 
 
 
１０月末には中間検査を行う予定です。引き続き仕様書どおり車両

が納車されるように、事業を進めていきます。 
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重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

2

消防施設の充実・強

化 
 
 
 
 

非常用電源及び受発電設備の更

新・移転事業、消防団訓練施設整備

事業、トイレ整備事業など多くの事

業が重なるが、消防業務が停滞す

ることがないように計画的に行い

ます。 

全ての事業が年度内に完了

するように進めていきます。 
 
 
 
 

８月にトイレ整備事業は完了しました。現在、非常用電源及び受発電

設備の更新・移転事業と消防団訓練施設整備事業を並行して行って

います。業者との打ち合わせを行いながら、消防業務が停滞しない

ように進めていきます。

 

3

指令業務の充実強

化

新システムの有効利用により、情報

伝達速度の向上を目指します。

工期延長しましたが早期完

成を目指したうえで、指令台

新機能の詳細分析を行い、

出動隊とよりよい連携が取

れるようマニュアル化して指

令室員の情報伝達の平準化

を行います。

延長工期１２月２６日までの完成目途が立ち、１１月 11 日には新シス

テムへ緊急通報回線を切り替え仮運用を開始する予定です。 
現在、仮稼働で動作確認等ができる範囲の詳細機能解析を行って

います。マニュアル作成に向け、情報伝達や操作方法などをとりまと

めている最中です。

 

4

各事業所における

防火・救急意識の向

上 
 

防火対象物への立入検査時に設置

されている消防設備を有効的に活

用できるよう操作訓練を実施。消

防設備の正しい使い方をマスター

してもらい防火意識の向上に努め

ます。また、合わせて応急手当の基

礎知識チラシを配布し重要性を伝

えていきます。 

今年度、事業所（２００箇所）

において、立入検査を実施す

ると共に、操作訓練、救急意

識の向上に向け、緊急時の

対応について実施します。

立入検査状況は、予定通り実施し、現在は 113 件実施済となってい

ます。成果目標に掲げている消防設備の操作手順も防火管理者だけ

ではなく、従業員等にも周知できてます。また、救急に対する知識も

パンフレットを作成し、立入検査時には、いざという時の対応につい

ても、広報ができています。引き続き、成果目標を達成できるように

業務を遂行しながら、事業所への啓発も継続していきます。

  

 

5 

 

 

 

総合的消防力の強

化 
 
 
 
 

水難や大規模な林野火災、特殊災

害等多岐に渡る災害に対応するた

め他機関との連携を図ります。 
 
 
火災原因調査の技術及び知識の向

上を図り、効果的な火災予防対策

に務めます。 

海上保安庁や近隣消防、また

市民との連携を図る訓練を

年５回以上実施します。 
 
 
研修会を年６回以上実施し、

火災の原因調査に関する想

定訓練を２回行います。 

水害を想定した図上訓練を県危機管理課と合同で５月に、海での水

難事故を想定した訓練を海上保安庁等と合同で7月に、交通事故を

想定した救助訓練を近隣消防と合同で 9 月に実施しました。 
 
 
火災原因調査担当者を中心に調査要領の内容を検討、実際の火災

調査時に他専門機関と合同で２件の合同鑑識を実施、原因の究明と

知識の共有を図りました。 



3 

重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

  

 

 

 

5 

 

 
複雑多様化する災害や、大規模災

害に備え救助工作車の更新を図り

ます。 
 
救急救命士の教育として、病院実

習及び救急研修会等への参加を積

極的に行います。また、救急救命士

を中心とした救急隊の教育、指導、

訓練を行います。

 
令和７年度末までに更新を

行い、新資器材の取扱訓練

を実施します。 
 
瀬戸内市民病院及び市外救

急二次病院への病院実習を

行い、知識の習得や病院スタ

ッフとの顔の見える関係を

構築し救急業務を円滑に行

います。各種救急研修会等へ

積極的に参加し、最新の知識

を習得します。

 
入札、契約を終え、車両及び資機材の期限までの納入に向けた打合

せ会議を順調に進めています。 
 
 
市外救急二次病院の病院実習を、５月に岡山西大寺病院、９月に岡

山旭東病院で実施しました。実習を通じて、専門的な知識や技術を

習得するだけでなく、スタッフとの情報共有を図ることができまし

た。 
月に一度の三次医療機関による救急勉強会に参加したほか、二次医

療機関で開催される研修会や web 勉強会にも積極的に参加しまし

た。
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令和７年度　上下水道部　経営計画書

 職・氏名 経 営 方 針 経 営 資 源
 上下水道部長 

松本　孝之

●使命 

私たち上下水道部は、市民生活や産業経済活動に欠くことのできない

ライフライン事業を担っています。上水道は、安全・安心な活力ある水道を

基本理念に、災害に強い安全・安心で良質な水を安定的に供給します。ま

た、下水道は、快適な生活環境の整備と日々の生活で汚した水を高度処

理し水質保全を図り、豊かな水環境を守ります。 

●基本方針 

①安全で安心な水を供給するため、水質管理・検査体制の充実や浄水施

設の適正管理に努めます。 

②効率的で災害に強い水道システムを構築するため、応急給水体制等の

強化や、施設や管路の適正規模での更新や耐震化、統廃合を進めます。 

③水道の健全で持続可能な事業経営を推進するため、施設や管路の適切

な維持管理や投資の合理化、労働生産性の向上に努めます。 

④下水道の効率的な運営管理を見据えた整備計画を進めます。 

⑤下水道事業の効率化、維持管理コスト縮減、供用開始区域内の接続推進

を図り経営の健全化を進めます。

所 管 課 上水道業務課・上水道施設課・下水道課

 
人　　員 正職員

会計年度

任用職員
合計

 
30 人 6 人 ３６人

 
水道事業会計 １，８８３，９７９

千円

 
下水道事業会計 ２，８０３，９０８

千円

 
計 ４，６８７，８８７

千円

 
（うち人件費） （２６４，３１２ 千円）

 重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

1

管路の耐震化 災害に強い水道システムを構築す

るため、計画的に管路の耐震化を

進めます。

3月末までに老朽管更新工事

3箇所及び支障移転工事4箇

所を完成し、年度末の耐震化

率20.6％（前年＋0.7％）を

目指します。

支障移転工事 2 箇所は完成し、残り 2 箇所及び老朽管更新工事 3

箇所は工事中です。 
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重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

2

浄水施設の適切な

維持管理及び配水

施設の更新

福山浄水場及び長船水源地の適切

な運転・維持管理を行い、浄水に係

る費用を低減します。 
 
 
 
老朽した配水施設を計画的に適正

な規模で更新します。

動力費の削減として、浄水処

理量1㎥当たりの電気使用量

0.618kwh（前年-1.3％）を

目指します。 
 
 
市内3箇所の老朽した施設・

機械設備の更新を3月末まで

に行います。

平均の電気使用量は、福山浄水場が 1 ㎥当たり 0.652kWh で、長

船水源地が 1 ㎥当たり 0.598ｋWh です。 
 
 
 
 
3 箇所全て更新工事中です。

 

3

管路の適切な維持

管理による有収率

の向上

有収率の向上を目指し、漏水の多

い地域で調査を行います。

3月末までに管路総延長

110km、給水戸数8,454戸

の漏水調査を実施し、漏水箇

所の修繕を行います。年度末

での有収率90.0％（前年＋

1.2％）を目指します。

漏水調査の発注業務は完了し、現地調査中です。現時点で路面音聴

調査を 82km、戸別音聴調査を 8,733 戸実施し、60 件の漏水を

発見し全て修繕を完了しています。現時点での有収率は、88.5％

です。
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重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

4

下水道の接続推進

による経営の健全

化

供用開始予定地区へのパンフレッ

ト配布、広報紙やホームページへの

記事掲載、ダイレクトメール等によ

り未接続世帯に対し、積極的に働

きかけを行い、接続率向上を目指

します。

供用開始地区の下水道接続

率85.1％（前年＋2.0％）を

目指します

広報紙 8 月号へ早期接続のお願いを掲載しました。 
未接続世帯を現在リストアップ中で 10 月末までにダイレクトメール

を発送予定です。 
9 月 10 日の「下水道の日」に合わせて、ホームページ、公式 LINE、

懸垂幕等で下水道の PR を実施しました。

 

5

施設の適正な管理

運営

下水道未普及地域に対して下水道

管渠整備を実施し、下水道の普及

を推進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ストックマネジメント計画に基づ

き、補助事業を活用しながら計画

的に処理場及び管路の改修工事を

実施します。 
 
 
 
最適整備構想に基づき、農業集落

排水施設の集約と再編、維持管理

における最適化を図ります。 

下水道未普及地域の解消と

して、邑久処理区で約400

ｍ、長船中央処理区で約

400ｍの下水道管渠工事を

実施します。 
 
 
マンホールポンプ１基（邑久

処理区）の設置を実施しま

す。 
 
 
ストックマネジメント計画に

基づき長船中央処理区の管

路12.9km及び牛窓処理区

の管路13.4kmの点検・調査

を実施します。 
 
 
最適整備構想に基づき農業

集落排水施設再編計画と、磯

上地区、美和・牛文地区、尻

海地区施設の維持管理適正

化計画を策定します。 

発注予定工事３工事中２工事について入札準備中です。残り１工事

は、年内の発注を予定しています。 
 
 
 
 
 
発注準備中です。 
 
 
 
 
管路点検調査業務は契約済みです。11 月下旬からの現地点検・調

査に向け準備中です。 
 
 
 
 
 
再編計画、維持管理適正化計画共に契約済みです。計画内容につい

て資料収集、11 月と 1 月の水質検査に向け準備中です。
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令和７年度　病院事業部　経営計画書

 職・氏名 経 営 方 針 経 営 資 源
 病院事業部長 

上井　勉

●使命 

私たち病院事業部は、「市民に安らぎと幸せを届ける病院を目指し 

ます。」を理念に掲げ、市民に必要とされる病院の運営と健全な 

経営に努めます。 

●基本方針 

①地域で必要とされる医療を安全・安心に提供します。 
②人を大切にし、患者の尊厳と権利を尊重します。 
③医療・介護・保健・福祉施設等と連携し、市民とともに地域包括医療・ケ

アを進めます。 
④常に自己研鑽に励み、医療の質向上に努めます。 
⑤市民に必要とされる医療人を育成します。 
⑥健全な経営基盤を確立します。 
⑦楽しく働き甲斐のある職場をつくります。

所 管 課 市民病院・訪問看護ステーション・ 

裳掛診療所

 人　　員
正職員

会計年度

任用職員
合計

 
１６０人 ２２人 １８２人

 
事業会計 ２，３８９，６３２ 千円

 
特別会計 １８，８７６ 千円

 
計 ２，４０８，５０８ 千円

 
（うち人件費） （ １，３８２，５３４） 千円

 重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

1

良質な医療サービ

スの提供と健診部

門の充実

市民の医療需要に的確にこたえ、

信頼される病院となるべく、患者

さまの立場にたった医療、良質か

つ適切で安全な医療サービスを提

供します。 
特定健診、人間ドック等を充実し、

早期治療対応の環境づくりに努め

ます。 

1日当たり外来患者数  
224人 

（前年度実績　186.6人） 
1日当たり入院患者数  

103人 
（前年度実績 　90.8人） 

 
入院患者満足度　93％以上 

（前年度実績 　93.2％） 
外来患者満足度　72％以上 

（前年度実績 　78.1％） 
 
手術件数　350件 

（前年度実績　253件） 

外来患者数　184.8人 
（前年同期　182.2人） 
 
入院患者数　92.6人 
（前年同期　86.2人） 
 
 
入院患者満足度調査は8月に実施。現在集計中です。 
 
外来患者満足度調査は8月に実施。現在集計中です。 
 
 
手術件数　118件 
（前年同期　117件） 
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重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 健診者数　4,100人 
（前年度実績　4,348人） 

救急車受入件数　900件 
（前年実績度　867件） 

 

健診者数　2,348人 
（前年同期　2,346人） 
救急車受入件数　370件 
（前年同期　464件）

 

2

地域包括医療・ケア

の推進と病床管理

の徹底

地域の医療機関等との機能連携及

び機能分担を進めるため、患者紹

介・逆紹介の推進、情報交換等を積

極的に進めます。 
また、入退院管理と効率的な病床

管理の徹底、地域医療連携、退院

支援、在宅医療等医療・福祉の相談

支援を積極的に進めます。 
地域包括医療・ケア推進のため、病

診連携、病病連携、福祉・介護関連

の諸機関との連携を更に強化しま

す。

病床稼働率　　　　90.45％ 
（前年度実績　82.58％） 

 
患者紹介率　　　　　　35％ 

（前年度実績　38.3％） 
 
逆患者紹介率　　　　　30％ 

（前年度実績　24.8％） 
 
患者相談支援件数  

8,000件 
（前年度実績　8,844件） 

 

病床稼働率　84.2％ 
（前年同期　78.3％） 
 
患者紹介率　36.5％ 
（前年同期　33.8％） 
 
逆患者紹介率　26.9％ 
（前年同期　25.4％） 
 
患者相談支援件数 3,722件 
（前年同期　4,514件）

 

3

経営の健全性・安定

性の向上

良質な医療サービスを地域住民に

提供し続けるためには、適材適所

の人材確保に努め、健全で安定し

た経営を行うことが必要不可欠で

す。 
そのため、経営改善を推進すると

ともに、市民が求める公立病院に

期待する役割を実践し、健全な経

営状態の確保に努めます。 
 

入院患者1人1日当たり収入 
　　　　　　　 33,000円 

（前年度実績　33,570円） 
外来患者1人1日当たり収入 

7,800円 
（前年度実績　7,200円） 

 
新入院患者数1日平均4.0人 

（前年度実績　4.0人） 
 
経常収支比率　　　96.8％ 
（前年度実績　88.3％） 
 

入院患者1人1日当たり収入　33,420円 
(前年同期　33,930円） 
 
外来患者1人1日当たり収入　7,500円 
(前年同期 7,090円） 
 
 
新入院患者数1日平均　4.2人 
（前年同期　3.8人） 
 
経常収支比率　86.0％（8月末時点） 
（前年同期　86.7％）
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重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

4

公立病院経営強化

プランの推進

機能分化と連携強化を図るため、

岡山大学病院との間で様々な連携

促進を図ります。 

日曜日の小児科外来の実施 
難聴外来の実施（月2回）

小児科外来延べ患者数　306人 
難聴外来延べ患者数　47人

 

5

医療ＤＸの推進 各医療機関が、それぞれの機能に

合わせて連携し、患者が自宅へ戻

るまで切れ目ない医療を受けられ

るように、診療情報の共有化を推

進します。

診療情報共有アプリを活用し

たオンライン診療を実施し、

地域でも大学病院等の診察

を受けることができる体制

づくりを図ります。 

10月1日から、瀬戸内市民病院で岡山大学病院の患者を対象とし

たオンライン診療を開始しました。

 

6

訪問看護ステーショ

ン事業の実施

病気や障がいをもった人が、住み

慣れた地域やご家族とその人らし

く療養生活を送れるように支援し

ます。

地域の医療関係機関や介護

事業者と連携を図りながら、

病状や家族介護者の状況に

合わせた適切なケア計画に

基づいて支援を行います。 

延べ利用者数　1,036人 
（前年同期　1,174人）

 

7

病児・病後児保育事

業の実施

子育て支援の住民要望に対する保

育対策として育児と就労の両立を

支援します。 
瀬戸内市から委託を受けて総合福

祉センター内の保育室で実施しま

す。 

利用希望があった際には、速

やかに受け入れを行い、子育

て世帯の就労継続の支援を

行います。

延べ利用児童数　51人 
（前年同期　90人）
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令和７年度　出納室　経営計画書

 職・氏名 経 営 方 針 経 営 資 源
 会計管理者 

大原　克友

●使命 

出納室は、公金の収納・振込・資金運用を適正・的確に行い、市民

から信用される事務処理を遂行します。 

 

●基本方針 

①　正確迅速な会計事務及び業務改善を行います。 

②　安全かつ有効な資金運用を図ります。

所 管 課 出　納　室

 
人　　員 正職員

会計年度

任用職員
合計

 
５人 人 ５人

 
一般会計 ４４，１７７ 千円

 
特別会計 千円

 
計 ４４，１７７ 千円

 
（うち人件費） （３６，５９１ 千円）

 重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

1

適正・的確な会計事

務及び業務改善

正確で適正な事務処理を行うた

め、出納室職員のスキルアップを

図ります。 
 
 
 
 
各部署での会計事務が適正に行え

るよう、所属長、担当者に適切に指

導を行います。 
 

各種研修会に積極的に参加

し、出納室職員としての能力

の向上を図ります。 
 
 
 
 
所属長、会計事務担当者向

けの説明会を開催し、市職員

全体の会計事務に係るスキ

ルを高めます。 

５月に職員１名が「出納事務の制度と実務」について、オンラインで

研修を受け、知識を深めることができました。 
 
 
 
 
 
実施に向け、準備を進めています。
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重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

2

適正な公金管理 全庁的に現金収納に係る流れを見

直し、より適正な公金の管理を行

います。

各部署の現金収納に係る実

態調査を行い、安全性を担

保した上で、効率的な仕組み

を作ります。 
 
 

実態調査の実施に向けて準備を進めているところです。また併せ

て、県内他市の実状や課題についての調査を計画しています。

 

3

確実かつ有利な資

金運用

債券等に関する知識を深めるとと

もに、市場調査や情報収集に努め、

確実かつ有利な資金運用に努めま

す。 
 
 

市場状況に基づいた確実か

つ有利な資金運用を行いま

す。 
 
 
 

資金運用益　　　　　　　　　　　21,889,192 円（9 月末）
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令和７年度　教育委員会　経営計画書

 職・氏名 経 営 方 針 経 営 資 源
 教育次長　 

山本　正樹

●使命 

私たち教育委員会は、市長と教育委員会で構成する総合教育会議にお

いて、令和３年４月に策定された「瀬戸内市教育大綱」の重点施策を柱

とし、瀬戸内市の教育の一層の充実に向け、家庭・地域・学校・行政が協

働して、持続可能で自立した教育行政を推進します。 

 

●基本方針 

瀬戸内市教育大綱 
重点１「確かな学力、豊かな心、健やかな体の子どもの育成」 
これからの時代を生きる上で必要な資質・能力を確実に育む教育を実
現します。 
重点２ 
「子育て・保育・教育を通して子どもの成長を社会総がかりで支援」 
すべての子どもの成長を、学校、家庭、地域及び関係機関が緊密に連携
協力し、社会総がかりで支援します。 
重点３「生涯にわたり学びあう市民への効果的支援」 
あらゆる年代の市民が生涯にわたり学びたいときに学び、生きがいを
もつことができるよう、生涯学習の機会の充実を図ります。 
重点４「健康で活力に満ちた地域社会の形成」 
市民が、いつでも、どこでもスポーツに親しみ、健康づくりや体力づくり
を行うことができる環境を整備します。 
重点５「歴史・文化の保存・継承と活用の推進」 
心豊かで潤いのある暮らしのために歴史・文化等の地域資源を活用し
ます。 
 
以上、５つの重点施策の推進に当たっては、教育が未来を担う人材を育
成する基盤であるとの認識に立ち、関係機関と連携を図りながら、市民
の期待に応えられるよう、教育行政を推進していきます。 
 

所 管 課
総務学務課・社会教育課・公民館（文化

センター）・図書館・学校給食調理場

 

人　　員

正職員
会計年度任用 

職員
合計

 

５８人 １８５人 ２４３人

 

一般会計 ２，８９３，７４７ 千円

 

特別会計 千円

 

計 ２，８９３，７４７ 千円

 

（うち人件費） （　９３１，０９５ 千円）
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 重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

1 

学力向上や生徒指

導の充実と指導内

容・方法の改善

【学力向上プロジェクトチーム】 
市内中学校ブロックごとにプロジ

ェクトチームを編成し、学力・学習

状況調査の結果を基に学力向上や

家庭学習に関する取組等の検証や

情報共有をします。

主体的に学習に取り組む態

度を養い、自分で学習を計

画する児童生徒を、小学校は

７割以上、中学校は６割以上

にします。

11月実施の岡山県学力定着状況確認テストにおいて検証する予

定です。

 教育環境の改善を

図る学校施設や教

育設備の計画的再

整備

【教育情報機器整備】 
ＧＩＧＡスクール構想の環境整備と

して、児童生徒用と教師用端末の

更新、またＧＩＧＡスクールサポータ

ーやＩＣＴ支援員を配置し、学びの

場での情報機器利活用の充実に取

り組みます。

教師用端末を８月末までに

更新します。 
児童生徒１人１台端末を３月

末までに更新します。 
教職員を対象としたＩＣＴ活

用研修会を年３回実施し、基

礎的な操作スキルから授業

での活用方法まで、段階的に

スキルアップを支援します。

教師用端末については、７月に購入契約、９月中旬に機器の納入

を終え、導入業者によって機器の設定を行い、１０月上旬に学校

に配備することとしています。 
児童生徒１人１台端末については、７月に購入契約を終え、１２月

末に各校に納品、３月中に現在使用の端末と入れ替えを行う予定

です。 
教職員を対象としたICT活用研修会を８月までに２回実施しまし

た。１１月に３回目を実施予定です。既に実施した研修会では、教

育用アプリの実践的な使用方法について学んだり、学校教育にお

ける生成AIの活用について学んだりしました。

 適切な「食」の選択

力をつける食育の

充実

【安全安心な給食】 
学校給食に係る衛生管理を徹底す

るとともに、地元の旬の食材や郷

土料理を取り入れた「瀬戸内市共

通献立」を実施します。

「瀬戸内市共通献立」を毎月

実施します。 
食のしあわせプロジェクトの

実施により地場食材を積極

的に使用し、生鮮野菜の地産

率（重量ベース）については

瀬戸内市産30％、岡山県産

40%を目指します。（令和６

年度は瀬戸内市産23.2％、

岡山県産38.7％） 
また、食物アレルギー対応食

の安全な提供を行うため、年

１回以上の研修会を実施す

るとともに、保護者、学校、

調理場でアレルギーに関す

る情報の共有を行います。 

瀬戸内市共通献立は毎月2～3回実施しています。 
生鮮野菜の地産率（重量ベース）については、9月末時点で、瀬戸

内市産は34.9%、岡山県産（瀬戸内市産を含む）は50.6%でし

た。 
アレルギー対応の研修会を、7月18日にサラヤ株式会社の講師

を迎え開催しました。この研修には市職員、県栄養教諭、市栄養

士、調理等業務委託業者の社員が参加しました。 
また、随時、食物アレルギー対応が必要な児童・生徒、園児の保護

者と学校・調理場の職員で面談を行い、個別取組プランを作成

し、情報を共有しています。
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重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 【学校給食を教材とした食育の充

実】 
児童生徒の健康の保持増進を図る

ことはもちろん、「学校給食法」第2

条「学校給食の目標」を達成できる

よう、栄養教諭が担任や養護教諭

と連携し、食に関する指導を効果

的、継続的に進めます。

栄養教諭が授業及び給食時

指導等を年間140回以上実

施するとともに、給食だよ

り・献立表を保護者に配付

し、食に関する正しい知識と

望ましい食習慣を身につけ

てもらうよう啓発します。

9月末現在、2調理場合計で給食時指導62回、授業19回、計81

回実施しました。 
また、給食だより・献立表を毎月（８月分を除く）作成し、保護者に

配付するとともに、市ホームページに掲載することにより、食に関

する情報を発信しています。

 

2

生活や学習に困難

を抱える子ども・家

庭への適切な支援

【不登校対策実践研究事業】 
個々の実態に応じた支援方法を研

究するとともに、小学校４校に登校

支援員を配置したり、中学校３校に

自立支援室を設置したりして、登校

しづらい児童生徒への登校支援や

自立支援を行い、長期欠席・不登校

の抑制と「岡山型長期欠席・不登校

対策スタンダード」に示す状態の改

善を図ります。

小・中学校における不登校出

現率の前年度比減少を目指

します。 
長欠･不登校対策研修会を年

３回実施します。

不登校出現率は、前年度同時期と比較し、小学校・中学校ともに

同程度で推移しています。 
今後は新たな不登校児童生徒の出現を抑える取組を継続し、年

間を通じて前年度比減少を目指していきます。 
長欠・不登校対策研修会を８月に３回実施しました。研修会では、

本市の状況を確認したり、各学校での効果的な取組を情報共有し

たりしながら不登校児童生徒への支援の在り方を研究しました。 

 【教育支援センター事業】 
通所を希望する児童生徒への支援

（のぞみ教室）に加え、不登校児童

生徒への訪問支援や学校訪問によ

るケース会への参加等のアウトリ

ーチ支援（教育相談室）を行いま

す。 
 

学校訪問（フォローアップ、ケ

ース会等への参加）、関係機

関への訪問（連携会議）を年

間100回行います。 
不登校児童生徒の訪問支援

は 、 学 校 か ら の 要 請 に

100％こたえます。

９月末現在の実績は次のとおりです。 
①学校訪問（フォローアップ、ケース会議等）の参加回数 

小学校22回　中学校30回　（計52回） 
②関係機関との連携会議等の回数 

来所11回　訪問25回　（計36回）
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重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

3

地域の情報拠点と

して多様なニーズ

にこたえる図書館

サービスの充実

【図書館管理運営事業】 
多様な情報ニーズに対応するた

め、蔵書の充実を図ります。 
利用者の資料相談や調査研究の一

助となるレファレンス機能を充実

させ、読書案内を含む相談の推進

を図ります。また、遠隔地へのサー

ビスや非来館者への情報提供な

ど、利用者サービスの向上を図り

ます。 
市民団体との協働により貸出利用

者の拡大に努めます。また、行政・

専門機関などとの連携を強化し、

読書活動推進・子育て応援・認知症

予防・地域学習支援など、様々な課

題に対応するための各種事業を実

施します。 
 

市民図書館の年間貸出冊数

を約350,000冊（住民１人

当たり貸出冊数を9.5冊）、

読書案内を含むレファレンス

（調べもの相談）対応件数を

2,600件とします。また、市

立図書館全館の利用者登録

率を62％、実利用率（年間

に１度でも貸出利用した人の

割合）を20％にすることと

し、市民図書館の来館者数

151,000人を目指します。

9月末現在、市民図書館の貸出冊数は167,437冊（住民1人当

たり貸出冊数は４．５冊）、読書案内を含むレファレンス（調べもの

相談）対応件数は８６２件です。また、市立図書館全館の利用者登

録率は６３．２％、実利用率（年間に1度でも貸出利用した人の割

合）は１５．６％です。市民図書館の来館者数は75,693人です。

 地域資源等を活用

した学びの提供と

人のつながりを生

み出す公民館活動

の充実

【公民館講座開催事業等】 
地域の実情や課題を把握し、多様

な学習のニーズに応えるため、糸

操り人形劇に関する講座をはじ

め、菊づくり講座、牛窓を楽しむ講

座、地域再発見ウォーキングなど、

地域の資源を生かした学習機会の

提供を行います。

糸操り人形に関する講座や

菊づくり講座など、公民館主

催事業の参加人数は、年間

13,000人を目指します。 
 
公民館登録グループの育成

並びに特色のある新規講座

を開催し、新規利用者を増や

します。また、受講者へのア

ンケートを実施し、講座内容

についての満足度を90％以

上にします。 
 

糸操り人形に関する講座や菊づくり講座など地域資源を活かし

た主催事業に3,492人の参加がありました。また受講者へのア

ンケートを実施し、講座内容についての満足度は97.1％以上と

なりました。 
新規講座の開催については２講座を開催し、新規登録グループは　　　

５団体ありました。
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重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

4

スポーツ協会、スポ

ーツ少年団をはじ

め、各種スポーツ団

体及び指導者等の

育成支援

【部活動地域移行】 
学校部活動の地域連携並びに地域

の運営団体・実施主体による地域

スポーツクラブ活動への移行につ

いて、当市の実情に応じた部活動

の地域移行を進めます。

部活動地域移行推進協議会

委員を４月末までに委嘱し、

第1回の会議を５月末までに

開催します。 
今年度は協議会を４回開催

し、まずは休日の部活動を地

域移行するための課題を解

決していきます。

部活動地域移行推進協議会をこれまで４回開催し、部活動地域移

行基本方針（案）が確定後、８月末から９月中旬にかけてパブリッ

クコメントを実施しました。

 人々が集い、憩い、

安全に使えるスポ

ーツ拠点施設の計

画的整備

【スポーツ公園等整備事業】 
社会教育施設の整備を実施 
・邑久スポーツ公園野球場スコアボ

ード設置工事 
・邑久スポーツ公園野球場防球ネッ

ト（３塁側）整備工事 
・長船スポーツ公園体育館トイレ等

改修工事

施設利用者の安全確保に努

めながら整備を行います。 
・邑久スポーツ公園野球場ス

コアボード設置工事、防球ネ

ット（３塁側）整備工事 
２月末までに完了 
・長船スポーツ公園体育館ト

イレ等改修工事１月末までに

完了

長船スポーツ公園体育館トイレ等改修工事業者が８月に決定し、

着工しました。

 

5

文化・芸術に関する

活動及び創造への

支援

【喜之助人形劇文化伝承事業等】 
瀬戸内市の代表的な文化のひとつ

である糸操り人形劇文化への関心

を高め、その魅力を伝えるため、喜

之助人形劇フェスタ開催の支援を

行い、竹田喜之助氏の偉業や人形

劇文化を後世に伝承するため後継

者の育成を推進します。 
市民が芸術や伝統文化にふれる機

会を作り、市内の文化・資源を活か

した文化芸術活動を支援すること

で、文化芸術の振興を図ります。

人形劇文化への関心を高

め、魅力を伝えるとともに、

後継者の育成のため、糸操り

人形に関する講座を６回以

上開催します。 
喜之助人形劇フェスタの開

催やプロ劇団の派遣に関す

る支援を行います。 
文化があふれるまちづくり

事業を年間12回（関連事業

7事業を含む）以上開催し、

参加人数6,000人を目指し

ます。 
公民館を主会場として、菊花

展、オリーブコンサート、市民

芸術祭を開催します。

市内アマチュア人形劇団を対象にした人形劇養成講座を２　　　

回、初級者向けの糸操り人形作り講座を５回開催し、１３２人の参

加がありました。 
喜之助人形劇フェスタにおける劇団派遣に関しては、人形劇公演

委託業務契約を喜之助人形劇フェスタ実行委員会と締結し、準備

を進めています。 
文化があふれるまちづくり事業では、親子de体験みつカルせと

うちなど主催事業を１回実施し、３０９人が芸術文化の体験コーナ

ーに参加しました。 
オリーブコンサートを7月に実施し２００人の参加がありました。 
また市民芸術祭（会期：９月７日～１２月21日）は、９月７日に開会

式及び記念公演等を実施しました。会期中には様々なイベントが

予定されており、その準備を進めています。
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令和７年度　議会事務局　経営計画書

 職・氏名 経 営 方 針 経 営 資 源
 議会事務局長 

森　久子

●使命 

　議会事務局は、議会運営・議会活動・政策立案機能の支援や議会と　　執

行機関との調整、議会と市民との媒介といった役割を担うとともに、議会

の情報を様々な媒体を活用して、市民に対して迅速で正確、そして分かり

やすく伝えていくことが私たちの使命です。 

●基本方針 

①議事機関である議会の運営に関し、議員に質の高い職務環境を提供す

ることによって、市民に良質な行政サービスの提供がなされるよう議員

の議会活動を支援します。 

②ホームページや議会だより、議会ネット配信システム等により、議会活動

情報等を積極的に公開し、「市民が身近に感じることのできる議会」「開

かれた議会」を推進します。 

③円滑で秩序ある議会運営のために、事務局機能の充実・強化を図り、議

会からの要請など的確に対応できる体制づくりに努めます。

所 管 課 議会事務局

 

人　　員

正職員
会計年度

任用職員
合計

 ４人 ０人 ４人

 
一般会計 １８０，５７５ 千円

 
特別会計 ０ 千円

 
計 １８０，５７５ 千円

 

（うち人件費） （１５７，８０６ 千円）

 重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

１

円滑・効率的・効果

的な議会運営のサ

ポート

本会議・常任委員会・特別委員会等

における、議会運営上の課題、審査

に係る、円滑・効率的・効果的な運

営の充実を図ります。

・議会運営上の課題に係る審

議・審査の的確な情報提供を

行い支援します。 

議会定例会（6月、8月）、各常任委員会及び特別委員会等が開催さ

れ、随時必要な情報を提供することで円滑な運営ができました。 
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重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 ・議会の円滑・安定・効率的な

運営を推進します。 

 

２

市民に分かりやす

い開かれた議会へ

の取組のサポート

多様な手法による市民への情報提

供、議会の公開・傍聴、議会活動等

の透明性の確保など市民に分かり

やすい開かれた議会への取組をサ

ポートします。

・議会だより発行の編集補助

及び議会ホームページの随

時更新をします。 

・議会情報の積極的な公開の

推進をします。 

・議会報告会についてのサポ

ートをします。 

・スムーズなインターネット配

信（ライブ中継及び録画配

信）をします。 

議会だよりは、第82号を5月1日に、改選後、特別号を8月1日に、

第83号を9月１日に発行し、現在11月1日発行となる第84号の編

集作業をしています。また、議会ホームページを適時迅速に更新し

ています。 

 

来年2月に議会報告会が開催できるよう、調整委員会に資料提供を行

うなどサポートを行っています。 

6月中旬、議場の音響映像機器を更新し、トラブルなく配信を行えてい

ます。

 

３

政策立案等様々な

議会活動のサポー

ト

議員の政策立案等に向け、情報収

集、調査研究、議員研修会などを

実施するとともに、議長・副議長の

公務など様々な議会活動を的確に

サポートします。

・調査情報、政策、法務部門

の強化に努めます。 

・議会に対する課題や今後の

対応等について他都市等に

各種施策に関する調査・研究

を行います。 

・議員活動に必要な知識を向

上させるため議員研修会の

開催をします。 

・議長・副議長・議員の公務が

遂行できるようにサポートし

ます。

議会に対する課題や今後の対応等について、他自治体に調査を行

い議会改革の支援を行っています。 

 

 

 

 

６月６日に新人議員を対象に、議会運営について等、これからの議員

活動に必要な知識について研修会を開催しました。 
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重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

４

事務局職員の能

力、チーム力の向

上及び組織機能の

充実・強化 

OJT や研修参加により職員の能

力向上を図るとともに、議会活動

を円滑かつ効果的に行えるよう組

織機能の充実・強化に努めます。

・議会事務局職員研修会等

（オンライン受講も含む）への

参加により、業務知識の習得

やスキルアップをします。 

・事務局内の情報共有・OJT

の実施を行います。 

・円滑に業務が行えるよう、

業務の点検、見直しを行いま

す。

岡山県市議会議長会主催の事務局職員研修へ４名の職員が参加

し、各市の議会運営等の課題について意見交換を行うことができ

ました。また、オンラインでの研修にも参加し、事務局職員としての

知識の習得、スキルアップを図ることができています。


